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フラッシュ特集

OECDのBEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトを踏まえ、わが国でも移転価格税制
に係る文書化制度が整備された。これに伴い、移転価格調査の執行にも影響が及ぶと予想
される。そこで本特集では、過去の調査状況による税務当局の傾向を分析し、あわせて
BEPS対応を意識した今後の移転価格調査の対応上の留意点をまとめてもらった。参考に
していただければ幸いである。

移転価格調査の狙い目と
対応上の留意点
一般法人税調査との違いは何か？
移転価格調査の動向と概要
日本・海外の両方のリスクを意識する
役務提供取引に係る調査対応上の留意点
帳簿計上、法的所有権の有無は問わない
無形資産取引に係る調査対応上の留意点
今後は調査アプローチも多様化へ
金融取引に係る調査対応上の留意点
事後的な対応では覆しにくい
寄附金認定に係る調査対応上の留意点
事業再編をめぐって厳しさが増す？
同時文書化がもたらす調査への影響

黒川　兼（PwC税理士法人　米国公認会計士）
藤澤　徹（PwC税理士法人　税理士）
田中　俊秀（PwC税理士法人　税理士）

BEPS対応を視野に入れた
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ま
た
、
日
米
株
価
と
も
に
投
資
尺

度（
Ｐ
Ｅ
Ｒ
）か
ら
す
る
と
、
す
で
に

高
値
圏
に
達
し
て
お
り
、
今
後
収
益

の
急
速
な
増
加
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、

割
高
感
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
強

化
さ
れ
る
米
金
利
の
引
上
げ
は
企
業

活
動
を
抑
制
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
、
日
本
経
済
に
と
っ
て
は
円
安

の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
が
、
金
利
上

昇
圧
力
を
封
じ
込
め
る
こ
と
が
で
き

る
か
、
本
当
に
国
債
暴
落
、
財
政
破

綻
の
リ
ス
ク
は
な
い
の
か
、
洞
察
力

が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

ト
ラ
ン
プ
次
期
大
統
領
が
語
っ
て

き
た
と
お
り
に
政
策
が
実
行
さ
れ
る

と
、
日
米
は
利
害
が
相
反
す
る
経
済

状
況
に
当
面
す
る
。
同
時
株
高
な
ど

望
む
べ
く
も
な
い
と
い
え
る
。
も
と

よ
り
大
統
領
の
政
策
が
実
施
さ
れ
る

た
め
に
は
、
議
会
の
共
和
党
議
員
の

支
援
が
不
可
欠
だ
。
共
和
党
主
流
派

の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
現
在
、
沈
黙

を
守
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
議
会

の
動
き
を
予
想
す
る
手
掛
か
り
が
乏

し
い
が
、
異
端
の
次
期
大
統
領
の
政

策
は
ど
こ
ま
で
議
会
で
支
援
さ
れ
る

の
か
、す
べ
て
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

新
年
は
２
０
１
６
年
の
英
国
民
投

票
、
米
大
統
領
選
挙
に
続
き
、
フ
ラ

ン
ス
大
統
領
選
挙
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ

ン
ダ
な
ど
の
議
会
選
挙
が
予
定
さ
れ

て
お
り
予
断
を
許
さ
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
新
年
も
予
想
外
の
出
来
事

が
発
生
し
て
、
株
高
、
ド
ル
高
が
続

く
と
は
思
わ
れ
ず
、
や
は
り
波
乱
の

年
と
な
ろ
う
。
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移
転
価
格
調
査
執
行

の
動
向

近
年
に
お
け
る
わ
が
国
の
移
転
価
格
調

査
執
行
に
係
る
動
向
と
し
て
、
国
税
関
係

者
の
講
演
⑴

や
マ
ス
コ
ミ
報
道
等
か
ら
、

次
の
よ
う
な
変
化
を
み
て
取
れ
る
。

①　
調
査
対
象
法
人
が
外
資
系
企
業
か
ら

日
系
企
業
へ
シ
フ
ト

②　
更
正
件
数
の
増
加

③　
対
象
取
引
が
棚
卸
資
産
取
引
か
ら
無

形
資
産
取
引
や
役
務
提
供
取
引
へ
シ
フ

ト
④　
調
査
対
象
国
外
関
連
取
引
が
欧
米
か

ら
ア
ジ
ア
や
中
南
米
へ
シ
フ
ト

マ
ス
コ
ミ
報
道
等
に
よ
る
課
税
事
例
を

み
る
と
、
１
９
８
６
年
の
移
転
価
格
税
制

導
入
当
初
、
調
査
対
象
法
人
は
外
資
系
企

業
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
外
資
系
企
業
ヘ

の
調
査
が
一
巡
な
い
し
二
巡
し
た
こ
と
に

よ
り
、
２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は

調
査
対
象
法
人
の
中
心
が
日
系
企
業
へ
と

シ
フ
ト
し
て
い
る
。
２
０
０
０
年
前
半
ま

で
は
、
課
税
所
得
ベ
ー
ス
で
数
百
億
円

か
ら
１
千
億
円
規
模
の
事
例
も
あ
っ
た

が
、
国
税
庁
の
公
表
デ
ー
タ
に
よ
る
と
⑵

、

２
０
１
４
事
務
年
度
か
ら
２
事
務
年
度
連

続
し
て
年
間
更
正
件
数
が
２
０
０
件
を
超

え
て
お
り
、
単
純
計
算
で
は
２
０
０
４
事

務
年
度
に
は
１
件
当
た
り
更
正
所
得
金

額
が
平
均
約
26
億
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、

２
０
１
５
事
務
年
度
で
は
約
０
・
６
億
円

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
体
的
に
更

正
処
分
の
規
模
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
と

推
測
さ
れ
る
⑶

。

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
等
に
よ
る
課
税

事
例
に
よ
る
と
、
日
系
企
業
、
特
に
製
造

業
に
よ
る
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア

へ
の
製
造
拠
点
の
シ
フ
ト
に
よ
り
、
い
わ

ゆ
る「
産
業
の
空
洞
化
」が
引
き
起
こ
さ

れ
、
商
流
上
も
日
本
親
会
社
を
介
在
し
な

いO
ut-O

ut

取
引
が
中
心
と
な
る
に
し
た

が
い
、
調
査
対
象
の
中
心
が
無
形
資
産
取

引
や
役
務
提
供
取
引
へ
シ
フ
ト
し
て
き
て

い
る
特
徴
が
み
て
取
れ
る
。
一
方
で
、
国

外
関
連
者
側
で
の
動
き
と
し
て
、
中
国
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
な
ど
の
ア
ジ
ア

や
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
の
中
南
米
と
い
っ
た
新

興
国
に
お
い
て
、
現
地
で
の
移
転
価
格
調

査
・
課
税
が
非
常
に
活
発
化
し
て
い
る
の

に
伴
い
、
日
本
と
現
地
と
の
間
に
お
け
る

移
転
価
格
問
題
が
生
じ
や
す
く
な
っ
て
い

る
。
日
本
税
務
当
局
は
、
日
系
企
業
が
新

興
国
で
の
課
税
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
に
、

新
興
国
側
に
所
得
シ
フ
ト
す
る
傾
向
に
動

く
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
を
持
ち
、
調

査
対
象
を
欧
米
か
ら
ア
ジ
ア
や
中
南
米
の

国
外
関
連
取
引
へ
シ
フ
ト
し
て
い
る
傾
向

第1章
一
般
法
人
税
調
査
と
の
違
い
は
何
か
？

移
転
価
格
調
査
の

動
向
と
概
要
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（図表1）　更正所得金額・更正件数の推移

⑴　2008事務年度（2009年6月30日に終了する1年間）調査事績の発表までは、国税局管轄大規模法人のみを含む
⑵　2009事務年度調査事績発表時より、署所管法人を含む
（注） 2015事務年度は2016年6月30日までの１年間を意味する
（出所）　国税庁が毎年公表する「法人税等の調査事績の概要」をもとに筆者作成
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本
稿
で
は
わ
が
国
に
お
け
る
移
転
価
格
調
査
の
特
徴
、
特
に
近

年
調
査
に
お
い
て
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
日
系
企
業
の
無
形
資
産

取
引
等
に
つ
い
て
再
考
す
る
と
と
も
に
、平
成
28
年
度
税
制
改
正
に

よ
る
同
時
文
書
化
に
伴
う
調
査
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
。な
お
、
文

中
の
見
解
は
、筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、筆
者
の
所
属
す
る
組

織
等
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
個
々
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は

異
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

⑴　
「
移
転
価
格
税
制
の
執
行
に
つ
い
て
」（
租
税
研
究

２
０
１
６
年
９
月
東
京
国
税
局
調
査
第
一
部
国
際
情

報
第
一
課
長　

遠
部
友
子
）

⑵　
「
平
成
27
事
務
年
度　

法
人
税
等
の
調
査
事
績
の

概
要
」（
国
税
庁
）

⑶　

前
掲
注
⑴
参
照

移
転
価
格
調
査
の

特
徴

移
転
価
格
調
査
は
国
税
局
調
査
部
あ
る

い
は
税
務
署
に
よ
る
一
般
法
人
税
調
査
と

比
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら

れ
る
。

⑴　
調
査
期
間
が
非
常
に
長
期
間

に
わ
た
る

移
転
価
格
調
査
は
、筆
者
の
経
験
で
は
、

１
事
案
で
１
年
か
ら
２
年
程
度
か
か
る
の

が
平
均
的
で
あ
る
。
結
論
に
至
る
ま
で
に

非
常
に
多
く
の
時
間
を
要
す
る
理
由
と
し

て
、次
の
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
移
転
価
格
上
の
問
題
点
を
特
定
す
る
ま

で
に
時
間
を
要
す
る
こ
と

・
所
得
移
転
の
蓋
然
性
を
認
定
す
る
た
め

に
幅
広
い
情
報
収
集
と
分
析
を
必
要
と

す
る
こ
と

・
独
立
企
業
間
価
格
を
把
握
・
算
定
す
る

た
め
に
必
要
な
情
報
の
入
手
ま
で
、さ
ら

に
時
間
を
要
す
る
こ
と

・
調
査
法
人
以
外
に
同
業
者
、加
盟
団
体
の

情
報
収
集
や
業
種
・
業
態
知
識
の
収
集
・

分
析
に
も
時
間
が
か
か
る
こ
と

・
課
税
金
額
も
多
額
と
な
る
こ
と
が
多
く
、

国
税
当
局
部
内
で
の
議
論
や
説
明
に
も

時
間
が
多
く
取
ら
れ
る
こ
と

⑵　
詳
細
か
つ
広
範
囲
な
調
査

移
転
価
格
調
査
で
は
調
査
資
料
の
中
身

と
範
囲
が
一
般
法
人
税
調
査
の
場
合
と
異

な
り
、
資
本
関
係
、
機
能
分
析
に
必
要
な

情
報
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
、
利
益
の
配
分

状
況
、
価
格
政
策
等
と
いっ
た
情
報
の
よ
う

に
財
務
会
計
デ
ー
タ
以
外
の
管
理
会
計
の

情
報
等
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特

に
、
比
較
対
象
取
引
の
抽
出
に
は
時
間
が

か
か
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
機
能
分
析
に

必
要
な
取
引
段
階
や
取
引
の
流
れ
を
詳
細

に
把
握
す
る
こ
と
も
一
般
法
人
税
調
査
と

は
異
な
る
。
ま
た
、
遡
及
期
間（
除
斥
期

間
）が
6
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
大
６
年

間
分
に
及
ぶ
膨
大
な
資
料
が
要
求
さ
れ
、

国
外
関
連
者
が
有
す
る
情
報
も
要
求
さ
れ

る
。
近
年
で
は
無
形
資
産
の
特
定
の
た
め
、

関
連
部
署
へ
の
詳
細
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ

れ
て
い
る
。

な
お
、
調
査
官
が一般
法
人
税
調
査
で
イ

メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
、調
査
法
人
の
取
引
先

（
仕
入
先
や
得
意
先
）へ
の
反
面
調
査
と
い

う
位
置
づ
け
で
調
査
す
る
こ
と
は
稀
で
あ

る
が
、
無
形
資
産
の
形
成
等
に
関
与
し
て

い
る
取
引
先
へ
の
反
面
調
査
や
、
同
業
者

か
ら
業
界
動
向
や
商
慣
習
、
場
合
に
よ
っ

て
は
個
別
の
取
引
情
報
な
ど
を
協
力
ベ
ー

ス
で
収
集
す
る
こ
と
が
多
い
。

⑶　
多
額
の
更
正
所
得
金
額

近
年
、
平
均
更
正
処
分
の
金
額
が
少
額

傾
向
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
更
正
所
得

金
額
は
、
国
外
関
連
取
引
を
ベ
ー
ス
に
調

査
法
人
の
利
益
率
と
通
常
の
利
益
率
と
の

差
額
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
た
め
、
一
般
法

人
税
調
査
の
更
正
処
分
金
額
に
比
べ
て
多

額
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
通
常
、
億
円
単

位
を
想
定
し
て
調
査
は
進
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
国
外
と
の
取
引
が
多
い
な
ど
、
社
会

的
に
注
目
度
が
高
い
法
人
が
調
査
対
象
と

な
る
こ
と
が
多
い
。

⑷　
二
重
課
税
の
解
決

課
税
さ
れ
れ
ば
、
自
動
的
に
国
際
的
な

所
得
の
二
重
課
税
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な

り
、
租
税
条
約
に
よ
る
相
互
協
議
お
よ
び

対
応
的
調
整
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
相
互
協
議
を
通
じ
た
二
重
課
税
の
解

決
の
申
立
て
を
選
択
で
き
る
。
相
互
協
議

中
に
も
後
続
年
度
へ
の
第
２
次
・
第
３
次
課

税
の
リ
ス
ク
は
想
定
さ
れ
る
が
、
事
前
確

認
を
申
出
る
こ
と
も
あ
る
。
異
議
申
立
て
、

訴
訟
等
の
国
内
救
済
制
度
が
あ
る
こ
と
は一

般
法
人
税
調
査
と
同
じ
で
あ
る
。

⑸　
法
令
や
通
達
の
み
で
答
え
は

得
ら
れ
な
い

移
転
価
格
調
査
に
係
る
根
拠
規
定
は
い

く
つ
か
あ
る
が
、
具
体
的
な
独
立
企
業
間

価
格
算
定
方
法
、
差
異
の
調
整
方
法
に
つ

い
て
、
詳
細
な
規
定
は
な
く
、
法
令
や
通

達
の
み
で
答
え
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
場

面
が
あ
る
。
税
務
当
局
も
類
似
取
引
の
課

税
、
判
例
、
お
よ
び
相
互
協
議
で
の
議
論

等
を
参
考
に
判
断
す
る
場
面
が
多
い
と
み

ら
れ
る
。

移
転
価
格
調
査
に
お

け
る
調
査
官
の
３
つ

の
観
点

移
転
価
格
事
務
運
営
要
領
で
は
、
１
―

２（
基
本
方
針
）の
⑴
の「
的
確
な
調
査
」お

よ
び
３
―
２（
調
査
に
当
た
り
配
意
す
る

事
項
）に
お
い
て
、
①
検
証
対
象
企
業
の

利
益
水
準
、
②
利
益
配
分
状
況
、
③
取
引

対
価
設
定
方
法
等
を
総
合
的
に
検
討
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実
務
上
、「
所

得
移
転
の
蓋
然
性
」の
判
断
と
呼
ば
れ
て

い
る
。「
所
得
移
転
の
蓋
然
性
」は
、
更
正

処
分
の
た
め
の
法
定
要
件
で
は
な
い
が
、

移
転
価
格
調
査
の
執
行
上
は
、
重
要
な
手

続
で
あ
り
、
裁
判
や
相
互
協
議
の
場
で
も

重
要
な
判
断
と
な
っ
て
い
る
。

調
査
に
お
い
て
、
調
査
官
が
、
所
得
移
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転
の
蓋
然
性
あ
り
と
判
断
す
る
と
、
そ
の

根
拠
を
ま
と
め
た
中
間
意
見
が
企
業
側
に

示
さ
れ
、
調
査
は
所
得
移
転
金
額
の
算
定

へ
と
進
む
。
中
間
意
見
が
出
さ
れ
る
と
、

更
正
処
分
と
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
し

た
が
っ
て
、
実
務
上
は
所
得
移
転
の
蓋
然

性
の
判
断
の
前
に
、
中
間
意
見
が
出
さ
れ

な
い
よ
う
対
策
を
取
る
必
要
が
あ
る
。
特

に
国
外
関
連
者
の
利
益
率
が
独
立
企
業
間

利
益
率
と
考
え
ら
れ
る
レ
ン
ジ
の
上
限
超

過
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、仮
に
、

そ
の
原
因
が
移
転
価
格
以
外
の
要
因
に
よ

り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
税
務
当

局
か
ら
の
情
報
依
頼
の
初
期
段
階
か
ら
、

そ
の
要
因
を
合
理
的
に
説
明
す
る
な
ど
、

迅
速
か
つ
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

調
査
対
象
法
人
の

選
定

調
査
官
は
、
税
務
当
局
内
外
の
情
報
を

活
用
し
て
調
査
対
象
法
人
を
選
定
す
る
。

な
お
、
税
務
当
局
の
部
内
情
報
の
な
か
に

は
調
査
時
に
入
手
さ
れ
た
資
料
が
あ
る
も

の
の
、
大
半
は
企
業
が
作
成
、
保
管
し
て

い
た
資
料
で
あ
る
。
選
定
に
際
し
て
使
用

さ
れ
る
資
料
の
例
と
し
て
、
今
後
は
、
Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
関
連
の
情
報
の
活
用
も
想
定
さ
れ

る（
図
表
２
）。

⑴　
有
価
証
券
報
告
書	

第
１
に
、
連
結
ベ
ー
ス
で
の
売
上
お
よ
び

営
業
利
益
と
単
体
ベ
ー
ス
で
の
も
の
を
比
べ
、

ハ
イ
レ
ベ
ル
な
観
点
か
ら
所
得
移
転
の
蓋
然

性
が
検
討
さ
れ
る
。
同
業
者
と
の
横
並
び
の

比
較
も
行
い
、
業
界
全
体
の
動
向
を
把
握
す

る
。
ま
た
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
、
特
に
地
域

別
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
に
つい
て
、
地
域
差
や
時

系
列
に
み
た
と
き
の
傾
向
が
分
析
さ
れ
る
。

こ
の
他
に
、
最
近
、
税
務
当
局
が
関
心
を

持
っ
て
い
る
も
の
に「
税
率
差
異
」が
あ
る
。

連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
税
効
果
会
計
関

係
に
係
る
注
記
事
項
に
お
い
て
、「
法
定
実

効
税
率
と
税
効
果
会
計
適
用
後
の
法
人
税

等
の
負
担
率
と
の
差
異
の
原
因
と
な
っ
た
主

な
項
目
別
の
内
訳
」が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
１
つ
と
し
て「
海
外
連
結
子
会
社
の
税

率
差
異
」が
あ
る
。「
海
外
連
結
子
会
社
の
税

率
差
異
」の
数
値
が
大
き
い
場
合
、
単
体
上

の
実
効
税
率
を
示
す「
法
定
実
効
税
率
」に

比
し
て
、
連
結
上
の
実
効
税
率
を
示
す「
税

効
果
会
計
適
用
後
の
法
人
税
等
の
負
担
率
」

を
引
き
下
げ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
海
外
連
結
子
会
社
へ
の

所
得
移
転
を
税
務
当
局
は
想
定
す
る
。

さ
ら
に
、
ど
こ
の
国
外
関
連
者
に
所
得

移
転
さ
れ
て
い
る
か
を
特
定
す
る
た
め

に
、別
表
17
⑷
と
照
合
し
て
確
認
さ
れ
る
。

日
本
親
会
社
と
は
国
外
関
連
取
引
の
な
い

国
外
関
連
者
に
所
得
移
転
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
別
表
17
⑷
か
ら
は
把
握
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
有
価
証
券
報
告
書
記
載
の

子
会
社
や
関
連
会
社
等
の
情
報
を
も
と
に

分
析
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

⑵　
別
表
17
⑷

別
表
17
⑷
か
ら
は
、
国
外
関
連
者
が
製

造
会
社
で
あ
れ
ば
、
製
造
し
た
製
品
を
日

本
親
会
社
に
戻
すO

ut-In

取
引
が
中
心
で

あ
る
か
、
第
三
者
な
い
し
他
の
国
外
関
連

者
へ
販
売
す
るO

ut-O
ut

取
引
が
中
心
で

あ
る
か
と
い
っ
た
商
流
、
国
外
関
連
者
が

販
売
会
社
で
あ
れ
ば
、
国
外
関
連
者
は
日

本
親
会
社
か
ら
仕
入
れ
た
商
品
を
第
三
者

に
販
売
す
るBuy-Sell

取
引
が
中
心
で
あ

る
か
、
現
地
で
販
売
支
援
を
す
る
こ
と
に

対
す
る
対
価
を
受
領
す
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

取
引
が
中
心
で
あ
る
か
と
い
っ
た
商
流
を

想
定
す
る
。
こ
う
し
た
商
流
の
想
定
を
踏

ま
え
、
次
の
よ
う
な
点
が
検
討
さ
れ
る
。

・
国
外
関
連
者
の
営
業
利
益
率
が
同
業
他

社
の
水
準
に
比
し
て
高
す
ぎ
な
い
か

・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
や
サ
ー
ビ
ス
フ
ィ
ー
の

回
収
漏
れ
が
な
い
か

ま
た
、
別
表
17
⑷
を
時
系
列
に
、
売
上

高
や
関
連
者
間
取
引
の
規
模
が
拡
大
し
て

い
る
国
外
関
連
者
は
な
い
か
、
営
業
利
益

率
が
大
き
く
変
動
し
て
い
る
国
外
関
連
者

は
な
い
か
と
い
っ
た
点
も
検
討
さ
れ
る
。

地
域
統
括
会
社
に
つ
い
て
は
、
過
去
営

業
損
失
で
あ
り
、
日
本
親
会
社
と
取
引
が

な
か
っ
た
も
の
が
、
直
近
に
お
い
て
営
業

利
益
に
転
じ
同
時
に
日
本
親
会
社
か
ら
多

額
の
役
務
提
供
対
価
の
受
取
り
が
あ
る
よ

う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
日
本
親
会
社
か
ら
地

域
統
括
会
社
へ
の
損
失
支
援
を
目
的
と

し
、
役
務
提
供
の
事
実
が
な
い
、
あ
る
い

は
形
式
的
に
役
務
提
供
が
あ
る
よ
う
な
体

裁
を
繕
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
実
質
的
な
便

益
が
な
い
取
引
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を

抱
く
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

（図表2）　選定に際して使用される資料の例
種　類 具体的な情報
公開情報 ・インターネットによる企業ホームページ、業界団体ホー

ムページ、有価証券報告書、有料の新聞・雑誌データ
ベース検索による調査対象法人の動向等

データベー
ス情報

・法人税申告書別表17⑷「国外関連者に関する明細書」
（以下、「別表17⑷」という）の情報をデータベース化
・オンラインサービスによる商業財務データ、ロイヤルティ
データベース等

文書媒体 ・過去の移転価格調査における申し送り事項等
・一般法人税調査で入手した情報（国外関連取引の契約
書、移転価格文書等）
・調査対象法人の同業者から入手した情報等
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

移
転
価
格
調
査
の

流
れ

⑴　
準
備
調
査

ま
ず
調
査
官
は
税
務
当
局
内
外
の
既
存

資
料
を
収
集
し
、準
備
調
査
を
開
始
す
る
。

基
本
と
な
る
別
表
17
⑷
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
移
転
価
格
実
態
調
査
表
、
過
去
の
接

触
状
況
等
を
確
認
し
、
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
財
務
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
情
報
を
付
加

し
、
国
外
関
連
取
引
の
規
模
や
利
益
水
準

等
の
全
体
像
を
整
理
し
、
臨
場
調
査
に
お

い
て
依
頼
あ
る
い
は
質
問
す
べ
き
事
項
を

想
定
す
る
。

⑵　
臨
場
調
査

調
査
官
は
調
査
法
人
に
移
転
価
格
調
査

開
始
の
旨
を
連
絡
し
、
初
回
訪
問
日
を
ア
レ

ン
ジ
し
、
臨
場
調
査
を
開
始
す
る
。
調
査

官
は
初
回
臨
場
時
に
、
資
料
提
出
依
頼
を

行
う
が
、
最
終
段
階
ま
で
追
加
資
料
の
依

頼
が
続
く
。
調
査
官
は
収
集
し
た
資
料
を

照
合
・
突
合
し
て
情
報
の
精
度
を
高
め
な
が

ら
、
ど
の
よ
う
な
事
実
認
定
が
で
き
る
か
を

検
討
す
る
。

な
お
、
調
査
官
に
よ
り
調
査
時
に
依
頼

さ
れ
る
資
料
に
関
し
て
は
、
移
転
価
格
事
務

運
営
要
領
３
―
４（
調
査
時
に
検
討
を
行
う

書
類
）に
例
示
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ

イ
ル
の
例
示
集
⑷

で
は
、「
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル

に
お
け
る
必
要
な
情
報
及
び
準
備
す
る
書

類
と
し
て一般
的
な
例
を
挙
げ
た
も
の
」で
あ

り
、
調
査
で
要
求
さ
れ
る「『
独
立
企
業
間

価
格
を
算
定
す
る
た
め
に
重
要
と
認
め
ら
れ

る
書
類
』を
例
示
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」と
の
断
り
書
き
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の

例
示
内
容
は
詳
細
か
つ
具
体
的
で
あ
り
、
調

査
に
お
い
て
も
参
考
に
さ
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

⑶　
問
題
点
整
理

調
査
官
は
こ
の
段
階
で
、
所
得
移
転
の

蓋
然
性
は
あ
る
か
、
比
較
対
象
取
引
を
見

出
せ
る
か
、 

ど
の
課
税
手
法
を
選
択
す
る

か
と
い
っ
た
移
転
価
格
調
査
に
お
け
る
課

題
を
検
討
、
分
析
す
る
こ
と
で
、
問
題
取

引
の
特
定
を
行
う
。

⑷　
是
否
認
判
断

調
査
官
が
所
得
移
転
の
蓋
然
性
あ
り
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、
問
題
取
引
に
つ
い

て
、
課
税
処
理
の
方
向
を
決
定
し
、
調
査

法
人
と
議
論
す
る
。
所
得
移
転
の
蓋
然
性

な
し
と
判
断
し
た
場
合
、
結
論
に
至
っ
た

事
実
関
係
、
認
定
し
た
ポ
イ
ン
ト
、
所
得

移
転
の
蓋
然
性
な
し
と
判
断
し
た
理
由
等

の
判
断
材
料
を
記
録
し
た
う
え
で
調
査
終

了
と
な
る
。

⑸　
中
間
意
見
の
提
示

調
査
官
は
、
納
税
者
と
の
論
点
を
整
理

し
、
内
部
に
お
け
る
幹
部
説
明
等
を
終
え

て
、
調
査
法
人
に
、
い
わ
ゆ
る
中
間
意
見

（
更
正
理
由
と
予
定
額
）と
し
て
文
書
ま
た

は
口
頭
で
提
示
す
る
。
こ
の
時
点
で
は
、

す
で
に
十
分
議
論
が
な
さ
れ
、
調
査
官
と

調
査
法
人
側
で
同
意
で
き
る
点
、
同
意
で

き
な
い
点
が
す
で
に
明
確
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

⑹　
最
終
提
示

調
査
法
人
か
ら
の
反
論
書
の
提
出
を
受

け
、
さ
ら
な
る
議
論
を
行
っ
た
う
え
で
、
調

査
官
は
最
終
局
面
と
し
て
最
終
更
正
予
定

（
額
）を
文
書
ま
た
は
口
頭
で
提
示
す
る
。

＊

参
考
ま
で
に
、「
国
外
関
連
取
引
の
状
況

表
」の
様
式
を
掲
載
し
た
の
で
参
考
と
さ
れ

た
い
。
こ
れ
は
、
一般
調
査
時
や
前
記
⑴
や

⑵
の
段
階
な
ど
に
、
納
税
者
に
依
頼
す
る

な
ど
し
て
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
納

税
者
側
の
事
前
の
移
転
価
格
リ
ス
ク
の
検

討
に
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

⑷　
「
独
立
企
業
間
価
格
を
算
定
す
る
た
め
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
書
類（
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
）作
成
に
当

た
っ
て
の
例
示
集
」（
国
税
庁
、平
成
28
年
６
月
）

（参考）　「国外関連取引の状況表」の様式
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（図表3）　移転価格事務運営要領3-9（企業グループ内における役
務の提供の取扱い）

⑴　法人が国外関連者に対し、次に掲げるような経営・財務・業務・
事務管理上の活動を行う場合において、当該活動が役務の提供に
該当するかどうかは、当該活動が当該国外関連者にとって経済的又
は商業的価値を有するものかどうかにより判断する。具体的には、
当該国外関連者と同様の状況にある非関連者が他の非関連者か
らこれと同じ活動を受けた場合に対価を支払うかどうか、又は当該
法人が当該活動を行わなかったとした場合に国外関連者自らがこ
れと同じ活動を行う必要があると認められるかどうかにより判断す
る。
イ　企画又は調整
ロ　予算の作成又は管理
ハ　会計、税務又は法務
ニ　債権の管理又は回収
ホ　情報通信システムの運用、保守又は管理
へ　キャッシュフロー又は支払能力の管理
ト　資金の運用又は調達
チ　利子率又は外国為替レートに係るリスク管理
リ　製造、購買、物流又はマーケティングに係る支援
ヌ　従業員の雇用、配置又は教育
ル　従業員の給与、保険等に関する事務
ヲ　広告宣伝（リに掲げるマーケティングに係る支援を除く。）
⑵　法人が、国外関連者の要請に応じて随時役務の提供を行い得る
よう人員や設備等を利用可能な状態に定常的に維持している場合
には、かかる状態を維持していること自体が役務の提供に該当する
ことに留意する。
⑶　法人が国外関連者に対し行う⑴の活動が、役務の提供に該当す
るかどうかを検討するに当たり、次に掲げる活動は国外関連者に
とって経済的又は商業的価値を有するものではないことに留意す
る。
イ　法人が国外関連者に対し、非関連者が当該国外関連者に行う
役務の提供又は当該国外関連者が自らのために行う⑴の活動と
重複する活動を行う場合における当該重複する活動（ただし、そ
の重複が一時的であると認められる場合、又は当該重複する活
動が事業判断の誤りに係るリスクを減少させるために手続上重
複して行われるチェック等であると認められる場合を除く。）

ロ　国外関連者に対し株主としての地位を有する法人が、専ら自ら
のために行う株主としての法令上の権利の行使又は義務の履行
に係る活動（以下「株主活動」という。）で、例えば次に掲げるもの
イ　親会社が実施する株主総会の開催や株式の発行など、親会
社が遵守すべき法令に基づいて行う活動
ロ　親会社が金融商品取引法に基づく有価証券報告書等を作
成するための活動

(注)　親会社が子会社等に対して行う特定の業務に係る企画、
緊急時の管理、技術的助言、日々の経営に関する支援等は、株
主としての地位を有する者が専ら株主として自らのために行う
ものとは認められないことから、株主活動には該当しない。

　　また、親会社が子会社等に対する投資の保全を目的として
行う活動で、かつ、当該子会社等にとって経済的又は商業的価
値を有するものは役務の提供に該当する。

役
務
提
供
取
引
と
は

わ
が
国
の
移
転
価
格
税
制
で
は
、
企
業
グ

ル
ー
プ
内
に
お
け
る
役
務
提
供
の
取
扱
い
に

つ
い
て
、
企
業
が
そ
の
国
外
関
連
者
に
対
し

て
提
供
す
る
す
べ
て
の
有
償
性
の
あ
る
取
引

は
、
国
外
関
連
取
引
に
該
当
す
る
と
さ
れ
、

適
切
な
対
価
を
請
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
企
業
グ
ル
ー
プ
内
で
役
務
提
供
が
行

わ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
そ
の
活
動
が
国
外

関
連
者
の
商
業
上
の
立
場
を
高
め
る
た
め
に

経
済
的
も
し
く
は
商
業
的
価
値
を
与
え
る
か

（
有
償
性
が
あ
る
か
）否
か
で
決
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（
図
表
３
）。

移
転
価
格
事
務
運
営
要
領
で
は
、「
経
済

的
又
は
商
業
的
価
値
」の
あ
る
場
合
と
し
て
、

オ
ン
コ
ー
ル
取
引
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、

移
転
価
格
事
務
運
営
要
領
で
は
、「
経
済
的

又
は
商
業
的
価
値
」の
な
い
場
合
と
し
て
、

重
複
役
務
と
株
主
活
動
を
挙
げ
て
い
る
。

移
転
価
格
事
務
運
営
要
領
に
お
け
る「
経
済

的
又
は
商
業
的
価
値
」の
判
断
基
準
を
図
示

す
る
と
、
図
表
４
の
と
お
り
で
あ
る
。

オンコールである
3-9⑵

株主活動である
3-9（3）ロ国

外
関
連
者
に
対
す
る
役
務

経済的・商業
的価値なし

対価の収受
は不要

経済的・商業
的価値あり

対価の収受
が必要

経済的・商業
的価値なし

対価の収受
は不要

株主活動でない

その他の経済的・商業的価値がある活動
3-9⑴

重複役務である
3-9⑶イ

自社のための活動である
その他の経済的・商業的価値がない活動

（図表4）　経済的または商業的価値の判断基準

第2章
日
本
・
海
外
の
両
方
の
リ
ス
ク
を
意
識
す
る

役
務
提
供
取
引
に
係
る

調
査
対
応
上
の
留
意
点
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

過
去
の
調
査
状
況

日
本
親
会
社
が
国
外
関
連
者
に
提
供
す

る
役
務
に
は
提
供
場
所
に
応
じ
て
、
国
外

関
連
者
に
出
張
し
て
役
務
を
提
供
す
る

「
オ
ン
サ
イ
ト
役
務
」と
、
日
本
に
い
な
が

ら
役
務
を
提
供
す
る「
オ
フ
サ
イ
ト
役
務
」

が
あ
る
。

⑴　
オ
ン
サ
イ
ト
役
務

オ
ン
サ
イ
ト
役
務
は
出
張
と
い
う
人
の

移
動
の
事
実
を
把
握
し
や
す
い
た
め
、
出

張
に
よ
る
役
務
提
供
取
引
の
み
を
単
独
で

取
り
扱
い
、
移
転
価
格
調
査
の
み
な
ら
ず

一
般
法
人
税
調
査
に
お
い
て
寄
附
金
課
税

が
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

役
務
提
供
取
引
の
調
査
に
あ
た
っ
て

は
、
一
般
的
に
は
、
役
務
提
供
の
実
在

性
、
便
益
性
、
対
価
の
妥
当
性
の
順
に
検

討
さ
れ
る
が
、
オ
ン
サ
イ
ト
役
務
提
供
取

引
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
手
順
で

調
査
が
実
施
さ
れ
る
。

【
ス
テ
ッ
プ
１
】　
概
況
聴
取

調
査
官
は
、
調
査
法
人
の
社
員
が
海
外

子
会
社
へ
技
術
支
援
や
業
務
指
導
等
に
行

く
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
。
そ
の
際
、
調

査
官
は
親
会
社
か
ら
の「
技
術
支
援
」の
み

な
ら
ず
、「
営
業
支
援
」や「
業
務
管
理
、
従

業
員
教
育
」な
ど
も
対
価
を
収
受
す
べ
き

出
張
の
対
象
範
囲
に
入
る
旨
を
説
明
す

る
。
ま
た
、
調
査
官
は
製
造
子
会
社
へ
の

技
術
支
援
で
あ
れ
ば
、
海
外
子
会
社
の
立

上
げ
時
の
み
な
ら
ず
追
加
工
場
や
新
た
な

製
造
ラ
イ
ン
の
立
上
げ
時
に
集
中
す
る
こ

と
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
自
動
車
関
連

業
種
で
あ
れ
ば
、
フ
ル
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ

や
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ご
と
に
新
製
品
が

投
入
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
直
前
の
１
年
当

た
り
に
集
中
す
る
こ
と
を
想
定
し
、
事
前

に
新
聞
報
道
等
、
会
社
の
ニ
ュ
ー
ス
リ

リ
ー
ス
な
ど
で
確
認
す
る
。
ま
た
、
事
業

概
況
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
時
に
収
集
し
た
社
内

報
な
ど
の
海
外
拠
点
関
連
の
記
事
も
参
考

と
す
る
。

【
ス
テ
ッ
プ
２
】　
支
援
出
張
の
対
価
に

係
る
契
約
の
有
無
の
確
認

調
査
官
は
海
外
子
会
社
と
の
間
で
支
援

や
指
導
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
契
約
や
取

決
め
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
よ

う
な
資
料
の
提
出
を
要
請
す
る
。

・
技
術
援
助
契
約
書
、
業
務
支
援
契
約
書
、

支
援
出
張
費
用
の
負
担
に
関
す
る
覚
書

・
契
約
書
の
作
成
が
な
く
て
も
、口
頭
で
の

取
決
め
や
出
張
費
の
請
求
の
取
扱
い
の

社
内
規
定

【
ス
テ
ッ
プ
３
】　
海
外
出
張
実
績
・
出

張
目
的
の
把
握
、
一
覧
表
作
成

調
査
官
は
誰
が
い
つ
ど
こ
へ
ど
の
よ
う

な
目
的
で
海
外
出
張
し
た
と
い
う
出
張
実

績
を
確
認
す
る
た
め
に
、
海
外
出
張
稟
議

書
、
海
外
出
張
申
請
書
、
海
外
出
張
精
算

書
と
い
っ
た
資
料
の
提
出
を
要
請
す
る
と

と
も
に
、
海
外
出
張
一
覧
表
の
作
成
を
依

頼
す
る
。

資
料
を
確
認
す
る
際
に
は
、
出
張
目
的

に「
支
援
」、「
指
導
」な
ど
の
記
載
の
有
無
、

第
三
者
な
ら
ば
対
価
を
得
て
行
う
も
の
か

と
い
う
便
益
性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。

【
ス
テ
ッ
プ
４
】　
問
題
と
考
え
る
出
張

に
係
る
総
コ
ス
ト
の
計
算

調
査
官
は
前
述
の
便
益
性
の
確
認
を
通

じ
て
対
価
を
回
収
す
べ
き
役
務
提
供
取
引

に
関
し
て
、
対
価
の
妥
当
性
を
検
証
す
る

た
め
に
、
支
援
等
で
出
張
し
た
場
合
は
、

派
遣
し
た
社
員
の
旅
費
、
滞
在
費
等
の
実

費
と
本
人
の
人
件
費
相
当
額
の
対
価（
総

コ
ス
ト
）は
最
低
限
の
も
の
と
し
て
海
外

子
会
社
か
ら
収
受
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認

識
の
も
と
、
各
人
の
海
外
出
張
に
係
る
総

コ
ス
ト
を
集
計
に
必
要
な
各
人
の
給
与
・

賞
与
の
合
計
額
、
法
定
福
利
費
、
退
職
給

付
金
の
金
額
の
デ
ー
タ
を
入
手
し
、
確
認

す
る
。
総
コ
ス
ト
に
は
、
原
則
と
し
て
合

理
的
な
配
賦
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
出

張
者
が
所
属
す
る
部
署
の
間
接
費
も
含
ま

れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
必

要
な
資
料
を
入
手
の
う
え
、
対
価
の
妥
当

性
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
対
価
を

回
収
す
べ
き
役
務
提
供
取
引
に
関
し
て
妥

当
な
対
価
が
回
収
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

対
価
の
回
収
漏
れ
と
し
て
調
整
す
る
。

⑵　
オ
フ
サ
イ
ト
役
務

オ
フ
サ
イ
ト
役
務
は
オ
ン
サ
イ
ト
役
務

に
比
し
て
、
役
務
提
供
の
事
実
を
把
握
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は

調
査
官
は
ま
ず
親
会
社
組
織
図
を
入
手
の

う
え
、
組
織
の
名
称
に「
海
外
Ｘ
Ｘ
」、「
中

国
Ｘ
Ｘ
」、「
ア
ジ
ア
Ｘ
Ｘ
」な
ど
が
付
き
、

海
外
子
会
社
へ
の
役
務
提
供
の
可
能
性
を

伺
わ
せ
る
組
織
を
中
心
に
、
職
掌
規
定
／

職
務
分
掌
な
ど
を
も
と
に
各
組
織
の
職
務

内
容
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
海
外

子
会
社
へ
の「
支
援
」、「
指
導
」と
い
っ
た

内
容
の
有
無
を
確
認
し
、
場
合
に
よ
っ
て

は
職
務
内
容
確
認
の
た
め
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実
施
し
、
役
務
提
供
の
実
在
性
、
便
益

性
を
確
認
す
る
。

近
年
で
は
、
自
動
車
関
連
業
種
を
中
心

に
営
業
支
援
取
引
へ
の
注
目
が
集
ま
っ
て

い
る
。
自
動
車
関
連
業
種
で
は
、
自
動
車

メ
ー
カ
ー
の
海
外
進
出
に
伴
い
、
日
本
で

取
引
の
あ
っ
た
部
品
メ
ー
カ
ー
が
一
緒
に

海
外
進
出
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
あ

る
。
そ
の
た
め
、
部
品
メ
ー
カ
ー
の
海
外

子
会
社
が
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
現
地
子
会

社
へ
製
品
を
販
売
す
る
業
務
が
部
品
メ
ー

カ
ー
の
親
会
社
に
よ
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー

の
親
会
社
へ
の
営
業
に
よ
り
受
注
で
き
る

ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
部
品



経理情報●2017.1.10・20（No.1468）16

メ
ー
カ
ー
の
親
会
社
は
製
造
技
術
ラ
イ
セ

ン
ス
に
係
る
製
造
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
回
収

し
て
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
営
業
支
援

に
係
る
対
価
を
回
収
で
き
て
い
る
と
こ
ろ

は
多
く
な
く
、
部
品
メ
ー
カ
ー
親
会
社
に

お
け
る
未
回
収
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る

実
態
が
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
に
税
務
当

局
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
で
の
議
論

２
０
１
５
年
10
月
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
行
動
計
画
10「
移
転
価
格
税
制（
③
他

の
租
税
回
避
の
可
能
性
が
高
い
取
引
）」に

お
い
て
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提

供
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
の
最
終
レ

ポ
ー
ト
を
公
表
し
た
。
最
終
レ
ポ
ー
ト
は

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
７

章（
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
に
対
す
る
特

別
の
配
慮
）の
改
訂
に
関
連
す
る
も
の
で

あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
低
付
加
価
値
グ
ル
ー

プ
内
役
務
提
供
に
係
る
取
扱
い
に
係
る
指

針
は
管
理
費
用
、
親
会
社
費
用
等
の
支
払

を
通
じ
て
、支
払
国
側（
新
興
国
、途
上
国
）

の
課
税
ベ
ー
ス
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ

内
役
務
提
供
に
つ
い
て
は
、
独
立
価
格
比

準
法
が
最
適
な
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定

方
法
で
あ
る
も
の
の
、
適
用
で
き
な
い
場

合
に
は
、
コ
ス
ト
を
ベ
ー
ス
に
し
た
算
定

方
法
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
次
の
６
点
に
つ
き
、
低
付
加
価
値

グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
の
取
扱
い
に
つ
い

て
の
新
た
な
指
針
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

・
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
の

定
義

・
株
主
活
動
や
重
複
業
務
の
意
義
の
明
確

化（
特
に
、
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役

務
提
供
に
着
目
し
て
）

・
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
の

適
切
な
マ
ー
ク
ア
ッ
プ（
５
％
）の
ガ
イ

ダ
ン
ス

・
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
に

関
す
る
適
切
な
費
用
配
賦
方
法
の
ガ
イ

ダ
ン
ス

・
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
に

関
す
る
簡
略
し
た
便
益
確
認
テ
ス
ト
の

ガ
イ
ダ
ン
ス

・
簡
略
し
た
独
立
企
業
間
価
格
の
確
認
方

法
を
行
っ
た
場
合
の
文
書
作
成
ガ
イ
ダ

ン
ス

低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
は

多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
、
次
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
役
務
提
供
を
い
う
。

①　
補
助
的
な
性
質
を
持
つ

②　
多
国
籍
企
業
の
中
核
的
な
事
業
に
関

わ
る
も
の
で
な
い

③　
ユ
ニ
ー
ク
で
価
値
の
あ
る
無
形
資
産

を
使
用
し
た
り
、無
形
資
産
の
価
値
の
創

造
を
導
く
も
の
で
な
い

④　
相
当
程
度
の
ま
た
は
重
要
な
リ
ス
ク

を
前
提
と
し
た
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

も
の
で
な
く
、
ま
た
、
重
要
な
リ
ス
ク
を

生
み
出
す
も
の
で
も
な
い

低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
の

例
は
、
一
般
的
に
は
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
活

動
に
該
当
す
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
活

動
が
あ
る
。

・
会
計
や
監
査

・
売
掛
金
や
買
掛
金
の
処
理
や
管
理

・
配
置
、採
用
、教
育
、報
酬
、福
利
厚
生
等

の
人
事
関
連

・
健
康
、
安
全
、
環
境
面
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

や
デ
ー
タ
集
計

・
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム（
企
業
が
Ｉ
Ｔ
事
業
を
中

核
と
し
て
い
な
い
場
合
）

・
社
内
外
の
連
絡
や
広
報
の
支
援

・
法
務
や
税
務
業
務

・
一
般
的
な
管
理
ま
た
は
事
務
活
動

ま
た
、
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務

提
供
に
含
ま
れ
な
い
例
と
し
て
次
の
よ
う

な
活
動
が
あ
る
。

・
中
核
事
業
に
関
係
す
る
役
務

・
研
究
開
発
活
動

・
製
造
、生
産
活
動

・
販
売
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、物
流

・
財
務
業
務

・
天
然
資
源
の
採
集
、探
査
、処
理

・
保
険
、再
保
険
業
務

・
上
級
管
理
職
に
よ
る
役
務

今
後
の
留
意
点

役
務
提
供
取
引
に
係
る
問
題
に
関
し

て
、
日
本
側
で
は
日
本
親
会
社
が
国
外
関

連
者
に
有
償
性
の
あ
る
役
務
を
提
供
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
対
価
を
回
収

し
て
い
な
い
場
合
、
回
収
し
て
い
な
い
こ

と
に
対
す
る
移
転
価
格
調
査
リ
ス
ク
が
生

じ
る
。
一
方
で
、
役
務
提
供
対
価
を
回
収

す
る
場
合
、
対
価
を
支
払
う
国
外
関
連
者

の
所
在
す
る
海
外
側
に
お
い
て
、
損
金
性

否
認
リ
ス
ク
や
送
金
規
制
の
あ
る
中
国
な

ど
一
部
の
国
で
は
送
金
が
で
き
な
い
と

い
っ
た
リ
ス
ク
、
さ
ら
に
は
役
務
提
供
対

価
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
国
外
関
連
者
の

利
益
率
が
低
下
す
る（
場
合
に
よ
っ
て
は

赤
字
に
な
る
）こ
と
に
対
す
る
現
地
で
の

移
転
価
格
調
査
リ
ス
ク
が
生
じ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
役
務
提
供
取
引
は
日
本
側
お
よ

び
海
外
側
で
の
リ
ス
ク
を
生
じ
る
と
い
っ

た
二
面
性
が
あ
る
。

加
え
て
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
動
き
の
な
か
で
、

今
後
、マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
に
お
い
て「
グ
ル
ー

プ
間
の
重
要
な
役
務
提
供
取
引
の
概
要
お
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

第3章
帳
簿
計
上
、法
的
所
有
権
の
有
無
は
問
わ
な
い

無
形
資
産
取
引
に
係
る

調
査
対
応
上
の
留
意
点

無
形
資
産
取
引
と
は

わ
が
国
の
無
形
資
産
取
引
に
係
る
移

転
価
格
の
分
野
で
は
、
使
用
許
諾
取
引

（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
取
引
）が
議
論
の
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
海
外
に

お
い
て
は
、
今
回
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
最
終
報
告

書（
行
動
８
―
10
）で
み
ら
れ
た
よ
う
に
、

無
形
資
産
の
譲
渡
取
引
が
議
論
の
中
心
に

な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
日
系
企
業
は
、
研
究
開
発
の
結
果
取

得
し
た
特
許
権
を
、
一
般
的
に
そ
の
研
究

開
発
を
行
っ
た
親
会
社
自
身
が
保
有
し
続

け
る
の
に
対
し
て
、
欧
米
系
企
業
は
、
特

許
権
を
保
有
管
理
す
る
関
連
会
社
に
譲
渡

す
る
と
い
う
企
業
行
動
の
相
違
を
背
景

に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
グ

ル
ー
プ
の
事
業
再
編
時
に
、
無
形
資
産
を

譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。

わ
が
国
の
税
法
上
、
無
形
資
産
の
定
義

規
定
は
な
い
が
、
図
表
５
の
条
文
等
の
規

定
ぶ
り
か
ら
み
る
に
、
工
業
所
有
権
と

い
っ
た
個
別
性
、
具
体
性
の
強
い
も
の
だ

け
で
は
な
く
、「
重
要
な
価
値
を
有
し
所
得

の
源
泉
と
な
る
も
の
」と
い
う
幅
広
い
概

念
や
従
業
員
等
の
人
的
資
源
に
関
す
る
無

形
資
産
と
い
っ
た
よ
う
に
広
範
囲
の
も
の

を
無
形
資
産
と
し
て
い
る（
下
線
筆
者
）。

（図表5）　無形資産の関連規定
【法人税法施行令183条3項1号イ、ロ、ハ】
イ　工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による
生産方式又はこれらに準ずるもの

ロ　著作権（出版権および著作隣接権その他これに準ずるもの
を含む。）
ハ　（前略）（減価償却資産の範囲）に掲げる無形固定資産（以
下、略）

【租税特別措置法関係通達66の4⑶-3】
「令第183条第3項第1号イからハまでに掲げるもののほか、

顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。」
【移転価格事務運営要領3-11】

調査において無形資産が法人又は国外関連者の所得にどの
程度寄与しているかを検討するに当たっては、例えば、次に掲
げる重要な価値を有し所得の源泉となるものを総合的に勘案
することに留意する。
イ　技術革新を要因として形成される特許権、営業秘密等
ロ　従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販売促進等の企
業活動における経験等を通じて形成したノウハウ等

ハ　生産工程、交渉手順及び開発、販売、資金調達等に係る取
引網等

なお、法人又は国外関連者の有する無形資産が所得の源泉と
なっているかどうかの検討に当たり、例えば、国外関連取引の
事業と同種の事業を営み、市場、事業規模等が類似する法人の
うち、所得の源泉となる無形資産を有しない法人を把握できる
場合には、当該法人又は国外関連者の国外関連取引に係る利益
率等の水準と当該無形資産を有しない法人の利益率等の水準
との比較を行うとともに、当該法人又は国外関連者の無形資産
の形成に係る活動、機能等を十分に分析することに留意する。
(注)　役務提供を行う際に無形資産が使用されている場合の
役務提供と無形資産の関係については、3-8(1)(注)に留意
する。

よ
び
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
」の
記
載
が
求

め
ら
れ
、
中
国
の
よ
う
に
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ

ル
に
お
い
て
関
連
者
間
役
務
提
供
に
つ
い
て

詳
細
な
記
載
⑸

が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
も
あ

り
、
企
業
に
と
っ
て
役
務
提
供
取
引
に
係

る一層
の
情
報
開
示
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
役
務
提
供
取
引
を
実
施
し

て
い
る
企
業
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
役
務
提

供
取
引
に
係
る
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
を
策

定
す
る
に
あ
た
り
、
日
本
・
海
外
で
の
両

面
で
の
リ
ス
ク
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
対

価
を
回
収
す
べ
き
役
務
提
供
取
引
の
範
囲

を
決
定
し
、
役
務
提
供
取
引
の
実
在
性
、

便
益
性
を
裏
づ
け
る
ハ
ー
ド
エ
ビ
デ
ン
ス（
目

に
見
え
な
い
役
務
提
供
取
引
の
見
え
る
化
）

を
準
備
す
る
と
と
も
に
、
対
価
の
妥
当
性

を
検
討
し
、
こ
う
し
た
分
析
の
過
程
お
よ

び
結
果
を
文
書
化
し
た
う
え
で
、
グ
ル
ー

プ
内
で
合
意
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

⑸　

２
０
１
６
年
６
月
29
日
付
け「
関
連
者
間
取
引
申

告
と
移
転
価
格
同
時
文
書
化
の
管
理
に
関
す
る
公
告
」

（
国
家
税
務
総
局
公
告﹇
２
０
１
６
﹈42
号
）14
条
㈢
５

平
成
28
年
度
税
制
改
正
で
改
正
さ
れ
た

ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル（
措
規
22
の
10
①
一

ハ（
使
用
し
た
無
形
資
産
））の
例
示
集
で

も
、
製
品
、
製
造
、
商
標
権
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
区
分
ご
と
に
、
広
範
囲
に
無
形
資

産
を
例
示
し
て
い
る
⑹

。

⑹　

前
掲
注
⑷
参
照

過
去
の
調
査
状
況

⑴　
基
本
三
法
に
よ
る
課
税

過
去
の
課
税
処
分
に
関
す
る
裁
判
例
や
マ

ス
コ
ミ
報
道
等
で
明
ら
か
に
な
っ
た
移
転
価

格
調
査
を
み
る
と
、
１
９
９
２
年
10
月
期
を

対
象
と
し
た
自
動
車
部
品
製
造
業
者
に
対
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す
る
移
転
価
格
課
税
が
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
取

引
の
先
駆
的
な
事
案
と
思
わ
れ
る（
平
成
10

年
11
月
30
日
審
判
所
裁
決
：
非
公
表
⑺

）。

当
該
裁
決
に
よ
る
と
、
税
務
当
局
は
、

自
動
車
部
品
製
造
業
を
営
む
企
業
の
国
外

関
連
者
か
ら
の
技
術
援
助
契
約
に
基
づ
く

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
料
率
を
日
本
の
自
動
車
部

品
製
造
業
者
の
技
術
供
与
に
係
る
ロ
イ
ヤ

ル
テ
ィ
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
基
本
三
法

の
１
つ
で
あ
る
独
立
価
格
比
準
法
と
同
等

の
方
法
を
適
用
し
て
独
立
企
業
間
価
格

（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
料
率
）を
３
％
と
算
定
し

課
税
処
分
し
た
。
本
事
案
で
は
、
も
と
も

と
、
０
・
２
５
％
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
料
率

で
の
技
術
援
助
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
特
に
無
形
資
産
の
有
無
や

使
用
許
諾
の
事
実
に
つ
い
て
は
論
点
と
な

ら
ず
、
比
較
可
能
性
が
論
点
の
中
心
と

な
っ
て
い
た
。
全
デ
ー
タ
２
０
４
件
の
う

ち
１
０
１
件
が
３
％
で
あ
り
、
し
か
も
使

用
許
諾
を
受
け
て
い
る
者
の
所
在
地
国
を

問
わ
ず
、
３
％
の
料
率
を
中
心
に
デ
ー
タ

が
分
布
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
契
約
先
の

所
在
地
国
が
異
な
る
と
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
料

率
が
異
な
る
と
い
う
関
係
は
認
め
ら
れ
な

い
と
し
て
い
る
。

裁
決
書
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
当
時
の
状
況
を
考
え

る
と
、
現
在
市
販
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
か
ら
入
手
し
た
の

で
は
な
く
、
公
的
機
関
が
出
版
し
た
書
籍

や
税
務
当
局
が
調
査
の
過
程
で
収
集
し
た

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
契
約
書
な
ど
が
、
そ
の
情

報
源
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
当
該
裁

決
は
、
請
求
棄
却
と
い
う
形
で
、
ロ
イ
ヤ

ル
テ
ィ
取
引
に
対
し
て
独
立
価
格
比
準
法

と
同
等
の
方
法
に
よ
る
移
転
価
格
課
税
が

認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
無
形
資
産
が
絡
ん

だ
国
外
関
連
者
間
の
取
引
に
つ
い
て
は
、

比
較
対
象
取
引
の
選
定（
比
較
可
能
性
の

証
明
）お
よ
び
デ
ー
タ
の
入
手
が
困
難
で

あ
る
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た
ケ
ー
ス

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑵　
基
本
三
法
以
外
の
検
討

こ
の
よ
う
に
、
独
立
価
格
比
準
法
と
同

等
の
方
法
を
適
用
す
る
の
は
実
務
上
困
難

な
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、税
務
当
局
は
、

適
用
可
能
な
移
転
価
格
算
定
手
法
は
、
当

時
の
わ
が
国
の
税
法
上
認
め
ら
れ
て
い
た

納
税
者
の
内
部
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
利
益

分
割
法（Profit Sprit M

ethod

、
Ｐ
Ｓ

Ｍ
）か
、
米
国
が
用
い
て
い
た
公
開
情
報

を
利
用
し
た
利
益
比
準
法（Com

parable 
Profit M

ethod

、
Ｃ
Ｐ
Ｍ
）ま
た
は
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
１
９
９
５
年
の
移
転
価
格
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
認
め
ら
れ
た
取
引
単
位
利

益
法（T

ransactional  N
et M

argin 
M

ethod

、
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
）し
か
な
い
と
の
認
識

を
持
ち
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
⑻

。

そ
の
背
景
に
は
、
１
９
８
５
年
の
プ
ラ

ザ
合
意
以
降
の
円
高
と
人
件
費
等
の
国
内

生
産
コ
ス
ト
の
上
昇
を
受
け
、
１
９
８
０

年
代
以
降
、
特
に
日
系
メ
ー
カ
ー
に
お
い

て
み
ら
れ
た
製
造
拠
点
の
海
外
移
転
が
あ

る
。
日
系
企
業
は
、
国
内
生
産
の
コ
ス
ト

高
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
低
下
を
防
ぐ
狙

い
か
ら
、
多
く
の
生
産
拠
点
を
東
南
ア
ジ

ア
や
中
国
に
移
転
し
た
。
い
わ
ゆ
る
日
本

国
内
に
お
け
る「
産
業
の
空
洞
化
」で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
日
系
メ
ー
カ
ー
の
製
造

拠
点
の
海
外
移
転
の
増
加
に
伴
い
、
税
務

当
局
は
、
無
形
資
産
に
関
係
す
る
取
引
の

重
要
性
に
着
目
し
て
い
た
。
２
０
０
４
年

版
の「
国
税
庁
レ
ポ
ー
ト
」で
は
、
移
転
価

格
問
題
の
対
応
と
し
て
、「
無
形
資
産
取
引

に
つ
い
て
、
我
が
国
親
会
社
が
海
外
子
会

社
か
ら
適
正
な
対
価
を
受
け
取
る
よ
う
、

企
業
経
営
者
に
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
」と
の
考
え

方
を
示
し
て
い
る
⑼

。

２
０
０
５
年
版
の「
国
税
庁
レ
ポ
ー
ト
」

で
は
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
移
転

価
格
問
題
に
関
す
る
最
近
の
動
向
と
し
て

は
、
我
が
国
企
業
の
製
造
拠
点
の
海
外
移

転
の
増
加
に
伴
い
、
例
え
ば
、
本
社
機
能

を
有
す
る
親
会
社
か
ら
製
造
技
術
や
製
造

ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
っ
た
無
形
資
産
を
製
造
子

会
社
に
供
与
す
る
と
と
も
に
、
経
営
指
導

や
業
務
管
理
な
ど
の
役
務
の
提
供
が
行
わ

れ
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
製

造
子
会
社
に
供
与
さ
れ
る
無
形
資
産
に
係

る
適
正
な
対
価
を
授
受
す
る
必
要
が
出
て

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
無
形
資
産
取
引

に
つ
い
て
は
、
平
成
16
年
度
税
制
改
正
で

導
入
さ
れ
た
取
引
単
位
営
業
利
益
法（
中

略
）の
適
用
も
視
野
に
入
れ
て
、
円
滑
な
執

行
を
図
る
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
に
努
め

て
い
ま
す
」と
の
考
え
方
を
示
し
⑽

、
Ｔ
Ｎ
Ｍ

Ｍ
に
よ
る
本
格
的
な
日
系
企
業
へ
の
移
転

価
格
課
税
の
取
組
み
を
開
始
し
た
。

⑶　
税
制
改
正
後
の
課
税

当
時
の
移
転
価
格
課
税
に
関
す
る
マ
ス

コ
ミ
報
道
等
に
よ
る
と
、
海
外
生
産
移
転

を
行
っ
た
日
本
の
親
会
社
が
、
海
外
の
製

造
拠
点
か
ら
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
徴
収
し
て

い
な
い
、
あ
る
い
は
徴
収
し
て
い
る
も
の

の
製
造
拠
点
の
利
益
水
準
が
高
止
ま
り
し

て
い
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
①
無
形
資
産

の
特
定
お
よ
び
国
外
関
連
者
へ
の
供
与
の

事
実
認
定
、
②
そ
の
独
立
企
業
間
価
格
の

算
定
と
い
う
２
段
階
の
ス
テ
ッ
プ
で
の
移

転
価
格
課
税
が
採
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
税
務
当
局
と
企
業
と
の
間
で
は
、

①
の
事
実
認
定
や
そ
の
評
価
の
対
立
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
②
に
つ

い
て
、
製
造
拠
点
の
利
益（
率
）と
比
較
対

象
企
業
の
利
益（
率
）と
の
差
を
親
会
社
が

収
受
す
べ
き
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
（
料
率
）と

の
考
え
方
に
対
す
る
厳
し
い
論
争
が
み
ら

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
親
会
社
お
よ

び
国
外
関
連
者
双
方
に
、「
重
要
な
無
形
資
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

産
」が
あ
る
場
合
に
は
、
残
余
利
益
分
割

法
を
利
用
し
た
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
料
率
の
算
定

方
法
が
適
用
さ
れ
た
課
税
処
分
も
あ
っ
た
。

⑷　
税
務
当
局
の
考
え
方

無
形
資
産
の
認
定
に
お
け
る
、
税
務
当

局
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
帳
簿
に

計
上
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
も
し
く
は
法

的
所
有
権
を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
問
わ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
単
な

る「
無
形
資
産
」と「
重
要
な
無
形
資
産
」と

を
明
確
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
⑾

。

「
重
要
な
無
形
資
産
」と
は
、「
国
外
関
連
取

引
に
関
し
て
重
要
な
価
値
を
有
し
所
得
の

源
泉
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
無
形
資
産
」

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
パ
ラ
グ
ラ
フ

６
・
26
）に
あ
る「
取
引
に
使
用
さ
れ
る
価

値
あ
る
無
形
資
産
」、「
ユ
ニ
ー
ク
な
資
産
」

に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を「
重
要
な

無
形
資
産
」と
取
り
扱
う
か
を
判
断
す
る

の
に
、
移
転
価
格
事
務
運
営
要
領
や
そ
の

事
例
集
は
、「
基
本
的
活
動
の
み
を
行
う
法

人
と
比
較
し
た
独
自
性
」、「
他
に
は
見
ら

れ
な
い
広
範
な
も
の
」、「
ユ
ニ
ー
ク（
独
自
）」

と
い
っ
た
点
を
キ
ー
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

残
余
利
益
分
割
法
を
利
用
し
た
日
系
企
業

へ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
係
る
移
転
価
格
課
税

の
判
決
に
よ
る
と
、
税
務
当
局
の
考
え
る

「
重
要
な
無
形
資
産
」と
は
、
①
登
録
さ

れ
た
知
的
財
産
権
お
よ
び
デ
ザ
イ
ン
、
図

面
、
基
準
、
設
計
書
そ
の
他
製
造
お
よ
び

販
売
に
関
す
る
技
術
情
報
、
②
部
品
・
製

造
設
備
の
供
給
メ
ー
カ
ー
網
を
含
め
た
量

産
体
制
の
確
立
お
よ
び
生
産
体
制
の
改
革

等
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
、
③
ブ
ラ
ン
ド
、
④

量
産
化
製
品
と
し
て
具
現
化
す
る
た
め
の

量
産
体
制
の
確
立
と
生
産
体
制
の
改
革
等

に
関
す
る
製
造
設
備
お
よ
び
工
作
工
程
の

設
計
・
改
良
ノ
ウ
ハ
ウ
、
⑤
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン

を
実
現
化
す
る
た
め
の
内
製
化
・
現
調
化

を
推
進
す
る
た
め
の
現
地
固
有
の
生
産
ノ
ウ

ハ
ウ
、
⑥
製
品
イ
メ
ー
ジ
を
浸
透
・
普
及
さ

せ
る
た
め
の
現
地
固
有
の
販
売
ノ
ウ
ハ
ウ
と

な
っ
て
お
り
、
今
後
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え

方
に
沿
っ
た
移
転
価
格
調
査
、
課
税
処
分

が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑺　

日
本
税
理
士
連
合
会
の
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収

録（
情
報
公
開
法
９
条
１
項
に
よ
る
開
示
情
報
）

⑻　

渡
辺
裕
泰「
無
形
資
産
が
絡
ん
だ
取
引
の
移
転
価

格
課
税
―
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ（
取
引
単
位
営
業
利
益
法
）導
入

の
必
要
性
」（『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』（
２
０
０
３
年
７
月
１

日
））

⑼　
「
国
税
庁
レ
ポ
ー
ト
２
０
０
４
」（http://w

w
w
.

nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2004.
pdf

）

⑽　
「
国
税
庁
レ
ポ
ー
ト
２
０
０
５
」（http://w

w
w
.

nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2005.
pdf

）

⑾　

前
掲
注
⑷
10
頁

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
で
の
議
論

⑴　
無
形
資
産
の
定
義

無
形
資
産
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
稼
働
す
る
前
か
ら
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
で
は
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
企
業
の
立
場
か
ら
は
、
予
測
可
能
性

お
よ
び
課
税
関
係
の
安
定
化
と
い
っ
た
観

点
か
ら
、
無
形
資
産
の
定
義
は
明
確
で
あ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、

税
務
当
局
は
、
明
確
化
、
限
定
列
挙
の
よ

う
な
形
に
な
る
と
、
関
連
者
間
で
は
、
そ

の
要
件
に
該
当
し
な
い（
も
し
く
は
該
当

す
る
）契
約
を
取
り
交
わ
し
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の

機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
い

う
懸
念
を
持
っ
て
い
る
。

今
回
の
最
終
報
告
書（
行
動
８
―
10
）に

お
い
て
、
無
形
資
産
の
定
義
は
、「
有
形
資

産
ま
た
は
金
融
資
産
で
な
い
も
の
で
、
商

業
活
動
に
お
け
る
使
用
目
的
で
所
有
ま
た

は
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
、
比
較
可
能
な

独
立
当
事
者
間
の
取
引
で
は
、
そ
の
使
用

ま
た
は
移
転
に
際
し
て
対
価
が
支
払
わ

れ
る
よ
う
な
資
産
」と
さ
れ
た
。
こ
こ
で

の
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
所
有
ま
た
は
支

配
」お
よ
び「
対
価
が
支
払
わ
れ
る
」の
２

点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
所
有
ま
た
は

支
配
で
き
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
、
ロ
ケ
ー

シ
ョン
セ
ー
ビ
ン
グ
、
集
合
労
働
力
、
グ
ル
ー

プ
シ
ナ
ジ
ー
と
いっ
た
も
の
は
、
無
形
資
産

に
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
最
終
報

告
書
で
も
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
第
１
章
の「
独
立
企
業
原
則
」の
改

訂
、
つ
ま
り
比
較
可
能
性
分
析
で
取
り
上

げ
る
べ
き
課
題
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
例
と
し
て
、
特
許
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、
企

業
秘
密
、
商
標
、
ブ
ラ
ン
ド
、
契
約
上
の

見
地
、
政
府
の
免
許
、
ラ
イ
セ
ン
ス
、
無

形
資
産
の
権
利
を
列
挙
し
て
い
る
。
限
定

し
た
形
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、
後
々
の

租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
対
策
の
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
の
れ
ん
や
継
続
企
業
の
価

値
に
つ
い
て
は
、
無
形
資
産
に
該
当
す

る
か
否
か
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま

た
、
無
形
資
産
の
法
的
所
有
者
や
契
約

関
係
は
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
の
単

な
る
参
照
情
報
と
さ
れ
て
お
り
、
無
形

資
産
の
開
発（D

evelopm
ent

）、
改
善

（Enhancem
ent

）、維
持（M

aintenance

）、

保
護（Protection

）、使
用（Exploitation

）

に
関
す
る
重
要
な
機
能（
通
称
Ｄ
Ｅ
Ｍ
Ｐ

Ｅ
）を
果
た
し
て
い
る
構
成
会
社
等
は
適

切
な
対
価
を
受
領
す
る
こ
と
が
期
待
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑵　
移
転
価
格
算
定
方
法
の
選
択

最
適
な
算
定
方
法
の
選
択
に
お
い
て
は
、

経
済
的
効
果
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
、

残
余
利
益
の
す
べ
て
を
無
形
資
産
の
所
有

者
に
必
ず
配
分
さ
れ
る
よ
う
な
算
定
方
法

と
す
べ
き
と
は
な
ら
ず
、
開
発
費
用
に
基
づ

く
算
定
方
法
は
避
け
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
機
能
分
析
で
は
価
値
創
造
に
貢
献

す
る
す
べ
て
の
要
素（
リ
ス
ク
引
受
け
、
固

有
の
市
場
特
性
、ロ
ケ
ー
シ
ョン
、事
業
戦
略
、

グ
ル
ー
プ
シ
ナ
ジ
ー
等
を
特
定
す
べ
き
で
あ

り
、
最
も
有
益
な
算
定
方
法
は
独
立
価
格
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比
準
法
お
よ
び
取
引
単
位
利
益
分
割
法
で

あ
る
も
の
の
、
片
側
検
証
の
算
定
方
法（
再

販
売
価
格
法
、
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
）や
コ
ス
ト
に
基
づ

く
算
定
方
法
は一般
に
不
適
当
で
、
信
頼
で

き
る
比
較
可
能
な
非
関
連
者
取
引
が
見
当

た
ら
な
い
場
合
に
は
伝
統
的
な
Ｐ
Ｓ
Ｍ
が
使

用
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

将
来
の
収
益
・
費
用
等
の
予
測
困
難
な
要

素
を
考
慮
す
る
必
要
あ
り
と
も
し
て
い
る
。

譲
渡
取
引
は
、デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト・キ
ャッ
シ
ュ・

フ
ロ
ー
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
）法
や
所
得
相
応
性
基
準

も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
評
価
技
法
の
問
題
に
つい
て
は
、
比
較

対
象
が
特
定
で
き
な
い
場
合
、
特
に
将
来

キ
ャッ
シ
ュ・
フ
ロ
ー
の
割
引
現
在
価
値
の
計

算
を
前
提
と
し
た
評
価
技
法
は
、
仮
定
の

有
効
性
と
独
立
企
業
原
則
と
の
整
合
性
が

考
慮
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
有
用
な
ツ
ー
ル
と
な

る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
の
適
用

で
は
、
関
連
す
る
仮
定
・
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
選

定
根
拠
に
つ
い
て
文
書
化
す
べ
き
で
、
割
引

率
で
常
に
加
重
平
均
資
本
コ
ス
ト（
Ｗ
Ａ
Ｃ

Ｃ
）等
を
使
う
べ
き
と
仮
定
す
べ
き
で
は
な

い
と
し
て
い
る
。

⑶　
所
得
相
応
性
基
準
の
導
入

取
引
時
の
評
価
が
極
め
て
不
確
実
な
場

合
と
評
価
困
難
な
無
形
資
産
の
い
ず
れ
も

独
立
企
業
間
価
格
算
定
の
問
題
と
し
て
、

独
立
企
業
に
お
け
る
予
測
便
益
を
取
引
開

始
時
で
の
価
格
算
定
の
手
段
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
で
第
三
者
間
で
あ
っ
た
な
ら
リ

ス
ク
へ
の
契
約
条
件
、
た
と
え
ば
、
短
期

契
約
、
価
格
調
整
規
定
、
売
上
高
増
に
連

動
し
た
使
用
料
率
、
再
交
渉
等
を
規
定
し

て
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
を
示
し
て

い
る
。
取
引
時
点
で
事
前
の
評
価
が
困
難

な
一
定
の
無
形
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
前

予
測
と
事
後
実
績
に
著
し
い
相
違
が
あ

り
、
そ
の
相
違
が
取
引
時
に
予
測
で
き
た

と
み
ら
れ
る
開
発
や
事
象
に
よ
る
場
合
、

事
後
の
利
益
レ
ベ
ル
を
参
照
し
、
税
務
当

局
に
よ
る
事
後
実
績
に
基
づ
く
評
価（
事

後
的
調
整
）の
可
能
性（
所
得
相
応
性
基
準

の
導
入
）を
示
し
て
い
る
。

今
後
の
留
意
点

⑴　
調
査
で
の
問
題
点

日
系
企
業
の
移
転
価
格
調
査
に
お
い
て

は
、
海
外
拠
点
の
利
益
水
準
の
高
い
こ
と

を
も
っ
て
、
親
会
社
の
保
有
す
る
重
要
な

無
形
資
産
の
使
用
の
対
価
が
適
切
に
回
収

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
観
点

に
重
点
を
お
い
た
調
査
展
開
が
、
一
般
的

に
行
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
企
業
側
が
、
自
社
の
重
要
な
無

形
資
産
を
明
確
に
特
定
し
て
、
そ
の
独
立

企
業
間
価
格
を
分
析
し
た
資
料
を
提
示
で

き
ず
に
不
本
意
な
課
税
処
分
に
至
っ
た

ケ
ー
ス
が
少
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
課
税
処
分
に
は
至

ら
な
い
ま
で
も
、
重
要
な
無
形
資
産
の
特

定
の
た
め
に
、
無
形
資
産
の
形
成
等
に
関

与
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
研
究
開
発
や

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
署
の
担
当
者
へ
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
や
膨
大
な
研
究
開
発
関
連
の
秘

密
資
料
の
提
出
等
、
一
般
法
人
税
調
査
で

は
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
長
期
間
に
わ
た

る
移
転
価
格
調
査
対
応
で
多
く
の
時
間
と

費
用
を
費
や
し
た
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
っ
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

⑵　
問
題
点
の
原
因
分
析

税
務
当
局
は
、
利
益
水
準
の
高
い
海
外

拠
点
が
、
申
告
書（
別
表
17
⑷
）等
か
ら
把

握
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
海
外
拠
点
と
の
棚

卸
取
引
が
な
い
ケ
ー
ス
で
は
、
無
形
資
産

の
対
価
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

徴
収
漏
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
想

定
で
調
査
を
開
始
す
る
。
臨
場
調
査
前
の

準
備
調
査
で
は
、
過
去
の
調
査
で
収
集
し

た
資
料
や
調
査
対
象
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

情
報
等
、
同
業
者
の
移
転
価
格
調
査
事
例

等
を
も
と
に
、
重
要
な
無
形
資
産
を
想
定

し
、
海
外
拠
点
の
利
益
水
準
と
同
業
者
の

利
益
水
準
と
の
差
を
親
会
社
が
本
来
徴
収

す
べ
き
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
と
す
べ
き
で
あ
っ

た
と
の
想
定
で
調
査
に
臨
ん
で
く
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
企
業
側
で
、
移
転
価
格
上

の
分
析
を
行
っ
た
資
料
を
備
え
て
い
な
い

場
合
に
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、
企
業
ほ

ど
業
界
や
事
業
内
容
を
熟
知
し
て
い
な
い

調
査
官
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
に
、
無
形
資
産

の
特
定
お
よ
び
Ｄ
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｅ
の
事
実
認

定
・
評
価
を
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
が
、移
転
価
格
調
査
に
お
い
て
、

多
く
の
時
間
と
費
用
を
費
や
し
て
し
ま
う

原
因
の
１
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

調
査
官
は
、
財
務
諸
表
に
計
上
さ
れ
て

い
な
い
無
形
資
産
の
使
用
の
対
価
も
調
査

対
象
と
考
え
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
従
業

員
等
が
経
営
、
営
業
、
生
産
、
研
究
開
発
、

販
売
促
進
等
の
企
業
活
動
に
お
け
る
経
験

等
を
通
じ
て
形
成
し
た
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
な
か

に
も
重
要
な
価
値
を
有
し
所
得
の
源
泉
と

な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定

で
調
査
展
開
を
図
る
。
ま
た
、
調
査
官
は

親
会
社
の
熟
練
し
た
従
業
員
が
国
外
関
連

者
へ
派
遣
さ
れ
、
無
形
資
産
を
供
与
す
る

よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

無
形
資
産
の
使
用
対
価
が
十
分
に
回
収
さ

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
いっ
た
幅
広
い

観
点
か
ら
質
問
、
資
料
要
求
を
す
る
。
こ

の
他
、
生
産
工
程
等
で
使
用
さ
れ
て
い
る
マ

ニュ
ア
ル
の
作
成
者
や
元
に
な
っ
た
情
報
の

作
成
者
が
誰
な
の
か
、
第
三
者
に
は
秘
密

情
報
と
な
って
い
る
情
報
や
図
面
が
国
外
関

連
者
に
開
示
さ
れ
、
そ
の
生
産
工
程
等
で

使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
と
いっ
た
観
点
か
ら

も
事
実
確
認
す
る
こ
と
か
ら
、
企
業
側
で

事
前
の
準
備
が
な
い
状
態
で
調
査
を
受
け

る
こ
と
は
、
最
終
的
に
問
題
な
し
と
の
結
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

論
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
必
然
的
に

調
査
期
間
の
長
期
化
を
も
た
ら
す
結
果
と

な
って
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶　
無
形
資
産
取
引
で
の
対
応
策

無
形
資
産
取
引
も
基
本
的
に
は
、
他
の

国
外
関
連
取
引
と
同
様
に
、
移
転
価
格
調

査
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
所
得
移
転
の
蓋

然
性（
①
合
理
的
な
移
転
価
格
の
設
定
か
、

②
妥
当
な
利
益
水
準
か
、
③
妥
当
な
関
連

者
間
の
利
益
配
分
か
）の
検
討
が
な
さ
れ

る
。
調
査
選
定
さ
れ
た
場
合
、
調
査
官

は
、
相
当
程
度
の
所
得
移
転
の
蓋
然
性
あ

り
、
つ
ま
り
移
転
価
格
の
問
題
あ
り
と
の

認
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
３
つ
の
観
点
を
意
識
し
た
適
切
な
説
明

を
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
実
務
上
は
、
早
期
に
説
明

対
応
す
る
こ
と
が
、
調
査
官
に
無
用
な
問

題
意
識
を
持
た
せ
ず
に
、
早
期
解
決
に
至

る
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
一
長
一
短
は
あ
る
も
の

の
、
図
表
６
の
３
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
、
無
形
資
産
の
特
定
お

よ
び
Ｄ
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｅ
に
つ
い
て
明
確
に
文
書

と
し
て
ま
と
め
て
お
き
、
定
期
的
に
見
直

す
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
に

お
い
て
も
、
同
様
に
３
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

か
ら
所
得
移
転
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
検
討

を
す
る
が
、課
税
処
分
の
方
法
と
し
て
は
、

イ
ン
カ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ（
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
）を

選
択
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

低
コ
ス
ト
国
で
の
事
業
活
動
を
行
う
場

合
に
生
じ
る
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョン

セ
ー
ビ
ン
グ
等
の
市
場
固
有
の
特
徴
、
規
模

の
利
益
や
統
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
場
合
の
グ
ル
ー
プ
シ
ナ
ジ
ー
に
つ
い

て
は
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
新
興
国
と
の

間
で
意
見
の
対
立
す
る
可
能
性
の
高
い
分

野
で
あ
る
た
め
、
イ
ン
カ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
る
場
合
、
海
外
所
得
移
転
額（
図
表

６
）の
発
生
要
因
に
つ
い
て
、
使
用
し
た
無

形
資
産
が
要
因
な
の
か
、ロ
ケ
ー
シ
ョン
セ
ー

ビ
ン
グ
等
が
要
因
な
の
か
、
慎
重
な
検
討

が
必
要
と
な
る
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
議
論
等
を

踏
ま
え
れ
ば
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ー
ビ
ン
グ

等
の
問
題
は
、
比
較
可
能
性（
比
較
対
象

企
業
の
選
定
）の
問
題
と
な
る
。

マーケット・アプローチ
（独立価格比準法による検討）

コスト・アプローチ
（原価基準法による検討）

インカム・アプローチ
（TNMMによる検討）

・検証対象取引と比較対象取引（内部比較対象取
引）のロイヤルティ料率を比較

日本本社が無形資産の
開発に要したコスト

日本本社が収受して
いるロイヤルティ金額

海外所得移転額
・日本本社の無形資産開発コスト（＋マークアッ

プ）と検証対象取引のロイヤルティ金額を比較
・子会社と比較対象企業の営業利益率を比較

（図表6）　３つのアプローチ（イメージ図）

売上原価
+

販管費
売上原価

+
販管費

所得移転
蓋然性なし

営業
利益

所得移転蓋然性なし

所得移転蓋然性なし子会社の営業利益率が低い
子会社の営業利益率が高い

所得移転蓋然性あり

所得移転蓋然性あり

子会社
比較

比較対象企業
所得移転

蓋然性あり

比較対象取引の
ロイヤルティ料率

日本本社が実際に収受して
いるロイヤルティ料率(%)

¥

¥

¥

¥

第4章
今
後
は
調
査
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
様
化
へ

金
融
取
引
に
係
る

調
査
対
応
上
の
留
意
点

金
融
取
引
と
移
転
価
格

⑴　
金
利
取
引
の
基
本
的
な
考
え
方

一
般
事
業
法
人
が
グ
ル
ー
プ
内
で
行
う

金
融
取
引
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
金
銭

の
貸
付
取
引
と
保
証
取
引
が
移
転
価
格
の

分
野
で
は
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
。

国
外
関
連
者
と
の
貸
付
取
引
に
つ
い

て
、
そ
の
金
利
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
基
本
的
に
は
同
様
の
状
況
下
で
第
三

者
に
貸
付
け
を
行
う
と
し
た
な
ら
ば
付
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
金
利
と
な
る
。
原
則
的
に

は
、
棚
卸
資
産
取
引
と
同
様
に
、
実
際
の

取
引
金
利
を
比
較
対
象
取
引
と
す
る
独
立

価
格
比
準
法
と
同
等
の
方
法
ま
た
は
原
価
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基
準
法
と
同
等
の
方
法
を
適
用
す
る
。
そ

の
際
に
は
、
①
通
貨
お
よ
び
貸
付
時
期
、

②
貸
付
金
額
お
よ
び
貸
付
期
間
、
③
金
利

の
設
定
方
式（
固
定
ま
た
は
変
動
、
単
利

ま
た
は
複
利
等
）、
④
借
主
の
信
用
力
、

設
定
さ
れ
る
担
保
、
保
証
の
有
無
、
お
よ

び
⑤
為
替
リ
ス
ク
の
要
素
を
総
合
勘
案
し

た
と
こ
ろ
で
、
第
三
者
に
貸
し
付
け
る
場

合
と
同
様
の
金
利
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
る（
措
通
66
の
４
⑺
―
４
本
文
）。

実
務
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
考
慮

で
き
る
十
分
な
情
報
を
伴
っ
た
実
際
の
取

引
金
利
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

こ
と
か
ら
、「
市
場
価
格
等
の
客
観
的
か
つ

現
実
的
な
指
標
に
よ
り
国
外
関
連
取
引
と

比
較
可
能
な
取
引
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
仮
想
取
引
を

比
較
対
象
取
引
と
し
て
独
立
企
業
間
価
格

を
算
定
す
る
こ
と（
東
京
地
裁
平
成
18
年

10
月
26
日
判
決
）」も
独
立
価
格
比
準
法
に

準
ず
る
方
法
と
同
等
の
方
法
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る（
措
通
66
の
４
⑺
―
４
注
）。

独
立
価
格
比
準
法
に
準
ず
る
方
法
と
同

等
の
方
法
と
し
て
、
移
転
価
格
事
務
運
営

要
領
３
―
７
で
は
、
以
下
の
３
つ
の
方
法

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
次
の
順
に
、
独
立

企
業
原
則
に
即
し
た
結
果
が
得
ら
れ
る
と

し
て
い
る
。

①　
国
外
関
連
取
引
の
借
手
が
、
非
関
連

者
で
あ
る
銀
行
等
か
ら
当
該
国
外
関
連

取
引
と
通
貨
、
貸
借
時
期
、
貸
借
期
間
等

が
同
様
の
状
況
の
も
と
で
借
り
入
れ
た

と
し
た
場
合
に
付
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
利

率
②　
国
外
関
連
取
引
の
貸
手
が
、
非
関
連

者
で
あ
る
銀
行
等
か
ら
当
該
国
外
関
連

取
引
と
通
貨
、
貸
借
時
期
、
貸
借
期
間
等

が
同
様
の
状
況
の
も
と
で
借
り
入
れ
た

と
し
た
場
合
に
付
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
利

率
③　
国
外
関
連
取
引
に
係
る
資
金
を
、
当

該
国
外
関
連
取
引
と
通
貨
、
取
引
時
期
、

期
間
等
が
同
様
の
状
況
の
も
と
で
国
債

等
に
よ
り
運
用
す
る
と
し
た
場
合
に
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
利
率

な
お
、
前
記
②
に
掲
げ
る
利
率
を
用
い

る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
外
関
連
取
引
の

貸
手
に
お
け
る
銀
行
等
か
ら
の
実
際
の
借

入
れ
が
、
前
記
②
の
同
様
の
状
況
の
も
と

で
の
借
入
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

国
外
関
連
取
引
と
紐
付
き
関
係
に
あ
る
か

ど
う
か
を
問
わ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
と

し
て
い
る
。

⑵　
保
証
取
引
の
基
本
的
な
考
え
方

保
証
取
引
も
、
基
本
的
に
は
、
貸
付
取

引
と
同
様
に
、
そ
の
保
証
料
率
を
設
定
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
様
の
状
況
下
で
第

三
者
に
保
証
を
行
う
と
し
た
な
ら
ば
付
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
保
証
料
率
と
な
る
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
法
令
レ
ベ
ル
で
も
移
転
価
格

事
務
運
営
要
領
で
も
明
確
な
規
定
は
公
表

さ
れ
て
い
な
い
。
過
去
の
国
税
不
服
審
判

所
の
裁
決（
平
成
14
年
５
月
24
日
）に
お
い

て
、
課
税
処
分
で
採
用
さ
れ
た
独
立
企
業

間
価
格
の
算
定
方
式（
格
付
会
社
が
公
表

す
る
格
付
け
お
よ
び
デ
フ
ォ
ル
ト
確
率
を

使
用
：
コ
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
）は
採
用

で
き
な
い
と
し
、
国
税
不
服
審
判
所
自
ら

銀
行
の
保
証
取
引
を
職
権
で
調
査
し
て
、

銀
行
が
行
っ
て
い
る
保
証
の
保
証
料
率
を

比
較
対
象
と
し
て
独
立
企
業
間
価
格
を
算

定
す
る
の
は
、
独
立
価
格
比
準
法
に
準
ず

る
方
法
と
同
等
の
方
法
で
あ
り
相
当
で
あ

る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
課
税
処
分

で
採
用
さ
れ
た
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定

方
式（
格
付
会
社
が
公
表
す
る
格
付
け
お

よ
び
デ
フ
ォ
ル
ト
確
率
を
使
用
）が
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
当
該
方
法
が「
金

融
市
場
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
て
い

る
」と
い
う
立
証
が
税
務
当
局
側
か
ら
十

分
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ

り
、
当
該
手
法
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
裁

決
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
企
業
に
と
っ
て
は
、
国
税

不
服
審
判
所
の
よ
う
に
銀
行
の
部
内
情
報

を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
情

報
ア
ク
セ
ス
へ
の
困
難
さ
を
考
慮
し
た
場

合
、
実
務
上
、
保
証
料
の
独
立
企
業
間
価

格
の
算
定
に
お
い
て
は
、
税
務
当
局
が
用

い
た
手
法
で
あ
る
コ
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、税
務
当
局
が
用
い
た
手
法
で
も
あ
り
、

現
在
で
は
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
税
務
当
局

に
容
認
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
手
法
と
し

て
利
用
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
手
法
は
、欧
米
で
は
主
流
で
は
な
く
、

海
外
の
税
務
当
局
が
問
題
視
す
る
可
能
性

も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
保
証

に
よ
り
被
保
証
者
に
生
じ
た
便
益
に
着
目

し
た
手
法（
イ
ー
ル
ド
ス
プ
レ
ッ
ド
・
ア

プ
ロ
ー
チ
）も
実
務
に
お
い
て
は
採
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
保
証
前
後
の
被
保

証
者
の
格
付
け
・
信
用
力
に
も
と
づ
く
市

場
金
利
差
を
も
と
に
保
証
料
率
を
算
定
す

る
も
の
で
あ
る
。

過
去
の
調
査
状
況

関
連
者
間
の
金
融
取
引
に
つ
い
て
は
、

法
人
税
基
本
通
達
９
―
４
―
２（
子
会
社

等
を
再
建
す
る
場
合
の
無
利
息
貸
付
け

等
）が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
移
転

価
格
税
制
が
導
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
関

連
者
間
取
引
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。

移
転
価
格
税
制
が
導
入
さ
れ
た
当
時
の
税

務
当
局
者（
も
し
く
は
税
務
当
局
出
身
者
）

の
書
い
た
解
説
本
を
み
て
も
⑿

、
税
務
当

局
は
現
在
と
同
様
に
借
手
の
信
用
力
を
目

安
と
し
た
考
え
方
で
の
取
扱
い
、
調
査
、

課
税
処
分
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
通
常
の
税
務
調
査
に
お
い
て
把
握
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

さ
れ
た
無
利
息
貸
付
け
や
低
利
貸
付
け
な

ど
は
、
寄
附
金
課
税
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

課
税
処
分
の
対
象
、
移
転
価
格
調
査
で

問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
取
引
と
し

て
は
、
た
と
え
ば
、
日
系
メ
ー
カ
ー
が
、

国
外
関
連
者
に
対
し
て
融
資
を
す
る
際

に
、
無
利
息
で
あ
っ
た
り
、
調
達
金
利
を

下
回
る（
も
し
く
は
利
ザ
ヤ
な
し
）で
あ
っ

た
り
し
た
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

調
達
金
利
を
上
回
る
金
利
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
グ
ル
ー
プ
内
の
金
融
取
引
に
つ
い

て
事
前
に
取
り
決
め
た
ル
ー
ル
が
な
く
、

取
引
の
都
度
の
金
利
取
決
め
が
、
国
外
関

連
者
へ
の
所
得
移
転
を
意
図
し
た
恣
意
的

な
も
の
と
し
て
調
査
対
象
と
さ
れ
た
事
例

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ

る
。
保
証
取
引
に
お
い
て
も
、
前
述
の
裁

決
事
例
と
似
た
ケ
ー
ス
が
、
調
査
で
は
問

題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

⑿　

五
味
雄
治『
Ｑ
＆
Ａ
移
転
価
格
の
税
務
』（
昭
和
62

年
２
月
20
日
初
版
）、羽
床
正
秀『
移
転
価
格
税
制
』（
昭

和
63
年
10
月
20
日
初
版
）

今
後
の
留
意
点

グ
ル
ー
プ
内
の
金
融
取
引
に
つ
い
て
は
、

海
外
に
多
数
の
拠
点
を
持
つ
多
国
籍
企
業

で
あ
っ
て
も
、
棚
卸
取
引
や
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ

取
引
の
よ
う
に
、
日
々
多
額
に
定
常
的
に

発
生
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
発
生

の
都
度
、
そ
の
場
で
の
検
討
判
断
に
よ
っ

て
、
調
達
金
利
と
同
金
利
、
も
し
く
は

そ
れ
に
ス
プ
レ
ッ
ド
を
上
乗
せ
し
た
金
利

で
対
応
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
推
察

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
内

の
金
融
取
引
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ

Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
行
動
４「
利
子
等
の
損

金
算
入
を
通
じ
た
税
源
浸
食
の
制
限
」に

お
い
て
議
論
さ
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

過
少
資
本
税
制
や
過
大
支
払
利
子
に
つ
い

て
、
今
後
、
法
改
正
の
要
否
を
含
め
検
討

さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
に
お

い
て
も
、
２
０
１
６
年
10
月
13
日
に
、
内

国
歳
入
法
385
条（
過
少
資
本
税
制
）に
関

す
る
財
務
省
最
終
お
よ
び
暫
定
規
則
が

公
表
さ
れ
た
が
、
引
き
続
き
日
米
間
の
借

入
れ
も
本
規
則
の
対
象
と
な
り
、
日
系

企
業
へ
の
影
響
も
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
⒀

、
税
務
当
局
の
調
査
ア
プ
ロ
ー

チ
は
多
様
化
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
税
制

も
含
め
た
課
税
リ
ス
ク
の
検
討
、
移
転
価

格
ポ
リ
シ
ー
の
整
備
が
必
要
と
考
え
る
。

⒀　

Tax Insights from
 Pw
C Tax Service

「
米

国
過
少
資
本
税
制
に
関
す
る
新
規
則
最
終
及
び
暫
定

規
則
の
発
表
」（http://w

w
w
.pw
c.com

/jp/ja/
taxnew

s-international/assets/its-us-
20161020-jp.pdf

）

第5章
事
後
的
な
対
応
で
は
覆
し
に
く
い

寄
附
金
認
定
に
係
る

調
査
対
応
上
の
留
意
点

寄
附
金
課
税
と
は

法
人
税
法
上
、
寄
附
金
と
は
、
支
出
の

名
義
、
ま
た
、
対
価
の
収
受
の
有
無
を
問

わ
ず
、
実
質
的
に
資
産
の
贈
与
ま
た
は
経

済
的
利
益
の
無
償
の
供
与
が
行
わ
れ
た
と

認
め
ら
れ
る
金
額
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（
法
法
37
⑦
お
よ
び
⑧
）。こ
れ
を
受
け
て
、

租
税
特
別
措
置
法
66
条
の
４
第
３
項
で

は
、「
法
人
が
各
事
業
年
度
に
お
い
て
支
出

し
た
寄
附
金
の
額（
法
人
税
法
第
37
条
第

7
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
の
額
を
い
う
。

（
中
略
）） 

の
う
ち
当
該
法
人
に
係
る
国
外

関
連
者
に
対
す
る
も
の（
中
略
）は
、
当
該

法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計

算
上
、
損
金
の
額
に
算
入
し
な
い（
以
下
、

略
）」と
規
定
さ
れ
て
い
る
。こ
の
規
定
は
、

平
成
３
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

移
転
価
格
税
制
上
、
国
外
関
連
取
引
と

な
る
取
引
は
、
１
９
８
６
年
に
移
転
価
格

税
制
が
導
入
さ
れ
る
前
、
所
得
金
額
の
計

算
の
通
則
規
定（
法
法
22
）、
寄
附
金
の
損

金
不
算
入
規
定（
法
法
37
）、
同
族
会
社
の

行
為
ま
た
は
計
算
の
否
認
規
定（
法
法
132
）

お
よ
び
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制（
措
法
66
の
６
）の
適
用

が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
寄
附
金
課
税
も
、

移
転
価
格
税
制
導
入
前
か
ら
、
国
外
関
連

取
引
に
対
す
る
課
税
手
法
と
し
て
税
務
当

局
は
用
い
て
き
た
も
の
の
、
法
人
税
法
37

条
は
、一定
の
限
度
内
で
寄
附
金
の
損
金
算

入
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規

定
は
、
関
連
企
業
と
の
取
引
価
格
を
通
じ

た
所
得
の
国
際
的
移
転
に
十
分
実
効
的
に

対
処
し
得
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
り
、
移
転
価
格
税
制
導
入
の

背
景
の
１
つ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
⒁

。

昭
和
61
年
度
に
移
転
価
格
が
導
入
さ
れ

た
が
、
そ
の
際
に
は
、
国
外
関
連
者
へ
の
寄

附
金
に
つ
い
て
、
特
別
の
規
定
は
な
く
、
従

来
ど
お
り
の
法
人
税
法
37
条
の
規
定
が
適
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用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
国
外
関
連

者
に
対
す
る
単
な
る
金
銭
の
贈
与
や
債
務

の
免
除
に
つ
い
て
は
一
定
の
限
度
内
で
損
金

算
入
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
国
外
関
連
者

へ
の
取
引
を
通
じ
た
所
得
移
転
と
比
較
し
、

同
じ
所
得
の
海
外
移
転
で
あ
り
な
が
ら
両

者
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が

生
じ
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
平
成
３
年

度
の
税
制
改
正
で
是
正
さ
れ
た（
国
外
関

連
者
に
対
す
る
寄
附
金
の
改
正
）⒂
。

⒁　
『
改
正
税
法
の
す
べ
て
』（
昭
和
61
年
度
版
）

⒂　
『
改
正
税
法
の
す
べ
て
』（
平
成
３
年
度
版
）

過
去
の
調
査
状
況

こ
の
制
度
の
導
入
で
、
海
外
へ
の
所
得

移
転
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
あ
る
取
扱
い

を
目
指
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
実

の
取
引
の
な
か
に
、
移
転
価
格
税
制
を

適
用
す
べ
き
取
引
で
あ
る
か
、
あ
る
い

は
、
寄
附
金
課
税
を
適
用
す
べ
き
取
引
で

あ
る
か
不
明
瞭
な
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
⒃

。
第

1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
移
転
価
格
調

査
に
つ
い
て
の
執
行
状
況
に
あ
る
と
お

り
、
２
０
１
４
事
務
年
度
の
移
転
価
格
調

査
事
案
の
大
幅
な
件
数
増
加（
１
７
０
件

か
ら
２
４
０
件
）の
原
因
は
、「
一
般
法
人

税
調
査
と
同
時
に
行
う
簡
易
な
役
務
提
供

取
引
や
資
金
提
供
取
引
」と
の
こ
と
で
あ

る
⒄

。
２
０
１
５
事
務
年
度
も
多
少
件
数

は
落
ち
込
ん
だ
が（
２
１
８
件
）、
１
件
当

た
り
の
更
正
金
額
を
算
出
し
て
み
る
と
、

２
０
１
４
事
務
年
度
は
約
０
・７
億
円（
更

正
所
得
金
額
１
７
８
億
円
÷
２
４
０
件
）、

２
０
１
５
事
務
年
度
は
約
０
・
６
億
円（
同

１
３
７
億
円
÷
２
１
８
件
）と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
事
案
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
同
様
の
役
務
提
供
取
引
等
を
対
象
に

し
た
移
転
価
格
課
税
が
多
い
と
推
測
さ
れ

る
。
移
転
価
格
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
役

務
提
供
取
引
や
資
金
提
供
取
引
に
つ
い
て

は
、
コ
ス
ト
相
当
額
を
国
外
関
連
者
へ
の

贈
与
と
認
定
さ
れ
、
移
転
価
格
課
税
と
し

て
で
は
な
く
、
寄
附
金
課
税
と
し
て
処
理

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
も
の
と
想
定

さ
れ
る
。
寄
附
金
の
判
例
に
お
い
て
、
①

対
価
要
件（
経
済
的
利
益
を
対
価
な
く
他

に
移
転
し
て
い
る
こ
と
）お
よ
び
②
合
理

性
要
件（
通
常
の
経
済
取
引
と
し
て
是
認

で
き
る
合
理
的
な
理
由
が
存
在
し
な
い
こ

と
）と
い
う
２
つ
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い

る
が（
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
14
年

５
月
15
日
判
決
）、
実
務
上
は
、
移
転
価

格
課
税
と
寄
附
金
課
税
と
の
境
界
線
の
判

断
は
難
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

移
転
価
格
課
税
と
寄
附
金
課
税
を
比
べ

る
と
、
寄
附
金
課
税
で
は
、
相
互
協
議
で

の
解
決
が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
国
外
関
連

者
へ
の
所
得
移
転
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ

な
い
場
合（
国
外
関
連
者
が
赤
字
等
）で

あ
っ
て
も
、
課
税
処
分
の
可
能
性
は
あ
り

得
る
こ
と
か
ら
、
納
税
者
に
と
っ
て
は
不

（図表7）　移転価格課税と寄附金課税の違い
移転価格課税 寄附金課税

制度上の
相違点

対価 ・独立企業間価格と対価の
差額に対して課税

・時価と対価の差額に対し
て課税

更正の期間制限
・移転価格調査には多大な
時間が必要となる観点か
ら6年に延長されている。

・一般の更正決定の場合と
同様に5年となっている。

相互協議の可否
・租税条約に基づく相互協
議の対象となる（二重課税
の解消の可能性がある）。

・租税条約に基づく相互協
議の対象とならない可能
性が高い（二重課税の解
消は困難）。

納税猶予制度の
適用

・移転価格税制に基づく更
正決定がされた場合には、
一定の条件のもと追徴税
額の納付の猶予を受ける
ことが可能。

・左記の納税猶予制度の適
用を受けることはできな
い。

対価の返還の取
扱い

・更正を受けたのち、国外関
連者から対価と独立企業
間価格との差額について
返還を受けた場合には、一
定の要件のもとに、当該返
還を受けた金額について
益金の額に算入しない処
理が認められる。

・左記の益金の額に算入
しない処理は認められな
い。

実務上の
相違点

税務調査
・移転価格税制に対応する
専門部署による長期間に
わたる調査が行われる。

・一般法人税調査のなかで
対応される。

国外関連者側の
業績

・日系企業の場合、一般的
には、国外関連者側が赤
字の場合には基本的には
問題とならない。

・日系企業の場合、一般的
には、国外関連者側が赤
字の場合でも問題となる。

（図表8）　移転価格事務運営要領3-19（国外関連
者に対する寄附金）

調査において、次に掲げるような事実が認められ
た場合には、措置法第66条の4第3項の規定の適
用があることに留意する。
イ　法人が国外関連者に対して資産の販売、金銭
の貸付け、役務の提供その他の取引（以下「資産
の販売等」という。）を行い、かつ、当該資産の販
売等に係る収益の計上を行っていない場合にお
いて、当該資産の販売等が金銭その他の資産又
は経済的な利益の贈与又は無償の供与に該当
するとき
ロ　法人が国外関連者から資産の販売等に係る
対価の支払を受ける場合において、当該法人が
当該国外関連者から支払を受けるべき金額のう
ち当該国外関連者に実質的に資産の贈与又は
経済的な利益の無償の供与をしたと認められる
金額があるとき

ハ　法人が国外関連者に資産の販売等に係る対
価の支払を行う場合において、当該法人が当該
国外関連者に支払う金額のうち当該国外関連
者に金銭その他の資産又は経済的な利益の贈
与又は無償の供与をしたと認められる金額があ
るとき
(注)　法人が国外関連者に対して財政上の支援
等を行う目的で国外関連取引に係る取引価格
の設定、変更等を行っている場合において、当該
支援等に基本通達9-4-2の相当な理由があると
きは、措置法第66条の4第3項の規定の適用が
ないことに留意する。
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利
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
る
。

⒃　

遠
藤
克
博「
移
転
価
格
税
制
と
寄
附
金
課
税
」

１
８
１
頁（
税
大
論
叢
、平
成
11
年
6
月
30
日
）

⒄　

前
掲
注
⑴
参
照

事
例
研
究

わ
が
国
で
は
、
寄
附
金
課
税
の
調
査
に

お
い
て
は
、
移
転
価
格
事
務
運
営
要
領
３

─
19（
国
外
関
連
者
に
対
す
る
寄
附
金
）

が
、
そ
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。

移
転
価
格
課
税
と
寄
附
金
課
税
と
の
間

に
は
、
理
論
的
に
は
、
図
表
９
の
考
え
方

に
よ
り
、
図
表
８
の
指
針
も
あ
る
が
、
企

業
に
と
っ
て
実
務
上
の
取
扱
い
の
判
断
に

は
十
分
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
と
の
見

方
も
あ
る
。

調
査
に
お
い
て
は
、
国
外
関
連
者
の
工

場
へ
の
技
術
支
援
の
た
め
の
出
張
者
の
人

件
費
お
よ
び
出
張
関
連
費
用
、
製
品
販
売

の
変
更
、
現
地
で
の
販
売
促
進
費
用
の
負

時価
独立企業間価格 時価
対価 対価

（図表9）　移転価格課税と寄附金課税

独立企業間価額と対価との
差額について移転価格課税

時価と対価との差額について
寄附金課税

移転価格課税 寄附金課税
日本 日本

資産の販売 資産の販売

対価の収受 対価の収受

海外 海外

内国法人 内国法人国外関連者 国外関連者

独立企業間価格

（図表10）　事例①：グループ会社間の役務提供

（図表11）　事例②：棚卸資産取引価格の変更

第三者

〔取引関係図〕

[日本]
[X国]

製品A
販売

製品A
販売

（製品Aの製造販売）

子会社
S社

親会社
P社

＜取引・寄附金課税の概要＞
・P社は子会社であるS社従業員の教育訓練のために、自社の社員を定期的に
S社に派遣した。
・この教育訓練に関し、P社-S社間で特に契約等はなく、対価の収受もなかっ
た。
・これが無償での役務提供に当たるとして、本来収受すべき対価としてS社への
旅費等の経費実費および派遣した社員の人件費相当を寄附金認定された。

＜税務当局の主張のポイント＞
・P社-S社間で人員派遣に関する契約上の取決めはないが、実際にS社にP社
社員が赴いており、S社の事業上必要な人員派遣であると認定した。
・S社側の必要性に基づく教育訓練であるにもかかわらず、P社が対価を収受
しなかった点に経済的合理性がないと認定した。
・当該役務提供は子会社に対する親会社としての責務であり、当該役務提供に
対して対価の
収受は要し
ないとの説明
は、事後的な
ものとして、税
務当局には受
け入れられな
かった。

＜取引・寄附金課税の概要＞
・S社はX国で製品Aの販売活動を行っていたが、景気悪化で販売価格が低
下しており、営業損失となる見込みであった。
・親会社P社はS社の利益確保のため、製品Aの販売価格を引き下げたが、従
来の販売価格との差額について寄附金認定を受けた。
・P社から各子会社への販売価格は第三者への販売価格に準じて設定されて
いたが、従来は親・子会社ともに黒字を確保していたため、子会社側が赤字
となった場合の取扱いについて事前の取決めがなかった。
・引下げ後の販売価格はS社で確保する利益を基礎に算定しており、合理的
な算定根拠はなかった。

＜税務当局の主張のポイント＞
・子会社の業績が赤字になった場合など、販売価格の引下げに関して事前の
取決めがなく、引下げ後の販売価格に合理的な算定根拠が認められない。
・単なる子会社に対する利益確保（供与）が目的であるような内部資料（メー
ル、経営会議報告、稟議書など）が存在し、対価の引下げに経済的合理性が
認められな
いと推定で
きる。

親会社
P社 第三者

〔取引関係図〕

[日本]
[X国]

製品A販売

原材料等調達

（製品Aの製造販売）

役務提供
(無償)

子会社
S社

担
な
ど
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
推
察
さ

れ
る
。
以
下
、
移
転
価
格
事
務
運
営
要
領

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
例
集
も
参
考
に
し

た
事
例
を
使
い
、
調
査
で
の
論
点
や
問
題

点
等
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

⑴　
事
例
①
：
グ
ル
ー
プ
会
社
間

の
役
務
提
供

こ
の
事
例
で
は
、
事
前
に
契
約
等
で
親

会
社
お
よ
び
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分

担
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
会
社

従
業
員
に
対
す
る
一
定
の
教
育
訓
練
の
人

件
費
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
の
責

任
の
範
囲
内
の
業
務（
も
し
く
は
、
別
途
、

棚
卸
資
産
取
引
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
で
回
収

で
き
て
い
て
い
る
）と
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
か
と

考
え
ら
れ
る
。

⑵　
事
例
②
：
棚
卸
資
産
取
引
価

格
の
変
更

こ
の
事
例
で
は
、
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー

が
あ
れ
ば
、
子
会
社
の
機
能
／
リ
ス
ク
に

応
じ
た
利
益
を
確
保
す
る
よ
う
な
価
格
設

定
を
行
う
た
め
、
こ
の
よ
う
な
、
税
務
当

局
に
恣
意
的
と
取
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
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取
引
価
格
変
更
の
必
要
性
が
生
じ
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
移
転

価
格
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
く
取
引
価
格
の
変

更
で
あ
れ
ば
、
移
転
価
格
課
税
の
対
象
と

な
る
た
め
、
本
来
的
に
は
寄
附
金
課
税
は

回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。

今
後
の
留
意
点

前
述
の
事
例
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
寄

附
金
課
税
に
つ
い
て
は
、
税
務
当
局
か
ら

の
指
摘
を
受
け
た
後
の
事
後
的
な
対
応
で

は
、
税
務
当
局
の
指
摘
を
覆
す
こ
と
は
難

し
く
、
そ
の
ま
ま
課
税
さ
れ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
事
例
①
や
事
例
②
で
は
、

事
前
に
契
約
等
で
親
会
社
お
よ
び
子
会
社

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
明
確
化
す
る
こ

と
に
親
会
社
の
責
務
と
し
て
役
務
を
提
供

す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

他
に
親
会
社
で
の
広
告
宣
伝
費
の
負
担

を
、
寄
附
金
課
税
さ
れ
た
事
案
も
あ
り
、

移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
い
た
事
前
の

契
約
等
で
親
会
社
お
よ
び
子
会
社
の
役
割

分
担
を
明
確
化
し
て
い
れ
ば
、
親
会
社
で

の
広
告
宣
伝
費
の
負
担
の
合
理
性
を
説
明

で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ

る
事
案
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
移
転
価

格
で
の
対
応
と
同
様
に
、
事
前
に
国
外
関

連
者
と
の
間
で
契
約
や
ル
ー
ル
を
明
確
に
し

て
お
く
こ
と
が
、
寄
附
金
課
税
の
リ
ス
ク

低
減
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
部
門
の
調
査
で
あ
っ
て
も
、
寄
附

金
課
税
の
み
と
は
限
ら
ず
、
移
転
価
格
課

税
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
移
転
価
格
の
専

門
調
査
部
署
に
よ
る
調
査
で
あ
っ
て
も
寄

附
金
課
税
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た

め
、
実
務
上
は
、
移
転
価
格
の
問
題
か
、

寄
附
金
課
税
の
問
題
か
と
区
別
し
て
対
応

す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
国
外
関
連
者

と
の
取
引
に
関
す
る
１
つ
の
問
題
と
捉

え
、
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
の
導
入
に
よ
り

親
・
子
会
社
の
機
能
リ
ス
ク
を
明
確
化
し

て
、
機
能
リ
ス
ク
に
応
じ
た
会
社
間
の
負

担
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え

る
。
そ
の
場
合
、
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る

移
転
価
格
に
対
す
る
考
え
方
を
明
確
に
し

た
う
え
で
、
日
本
お
よ
び
各
国
の
移
転
価

格
税
制
に
即
し
た
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
を

構
築
し
、
当
該
ポ
リ
シ
ー
に
適
合
す
る
よ

う
国
外
関
連
者
と
の
取
引
お
よ
び
取
引
価

格
を
見
直
す
こ
と
と
な
る
。

国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
関
す
る
社
内

で
の
経
営
レ
ベ
ル
で
の
検
討
や
そ
の
記
録

文
書
の
作
成
の
際
に
も
、
移
転
価
格
ポ
リ

シ
ー
に
沿
っ
た
議
論
、
分
析
を
行
い
記
録

に
残
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
寄
附
金
認
定
に
お
い
て
は
、

民
法
上
の
贈
与
の
効
力
発
生
要
件
で
あ

る
、
当
事
者
双
方
の
贈
与
を
し
た
と
い
う

意
思
と
贈
与
を
受
け
た
と
い
う
意
思
を
把

握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
寄
附
金

が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
一
般

的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
を
直
接
的
に

記
録
し
た
文
書
が
作
成
、
保
存
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
税
務
当

局
は
、
会
議
の
議
事
録
、
関
連
メ
ー
ル
の

記
載
内
容
、
当
事
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に

よ
っ
て
、
当
事
者
双
方
に
贈
与
の
意
思
が

あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
。
そ
の
た
め
、
議
事
録
等
の
記
載
内
容

の
評
価
で
、
企
業
と
税
務
当
局
と
の
間
で

意
見
が
対
立
す
る
場
面
が
生
じ
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
当
事
者
の
当
時
の
意
図
し
た

も
の
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

専
門
家
の
助
言
も
受
け
る
な
ど
し
て
対
応

す
べ
き
と
考
え
る
。

第6章
事
業
再
編
を
め
ぐ
っ
て
厳
し
さ
が
増
す
？

同
時
文
書
化
が
も
た
ら
す

調
査
へ
の
影
響

税
務
当
局
の
基
本
的

ス
タ
ン
ス

２
０
１
６
年
10
月
25
日
に
、国
税
庁
は
、

「
国
際
戦
略
ト
ー
タ
ル
プ
ラ
ン
」を
公
表

し
た
⒅

。
こ
れ
は
、
国
際
課
税
分
野
単
独

で
、
国
税
庁
が
初
め
て
国
際
課
税
の
取
組

み
の
現
状
と
今
後
の
方
向
性
を
公
表
し
た

レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
今
回

の
同
時
文
書
化
に
つ
い
て
は
、
国
境
を
越

え
た
経
済
活
動
か
ら
生
じ
る
所
得
を
捕
捉

し
、
適
正
な
課
税
を
実
現
す
る
た
め
の
手

段
で
あ
る「
情
報
リ
ソ
ー
ス
の
充
実（
情
報

収
集
・
活
用
の
強
化
）」の
１
つ
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る
。
平
成
28
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
と
Ｃ
ｂ

Ｃ
Ｒ
の
新
規
導
入
、
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
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の
改
正（
同
時
文
書
化
）を
行
っ
た
。
Ｃ
ｂ

Ｃ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、「
国
別
報
告
書
の
交
換

に
関
す
る
権
限
あ
る
当
局
間
の
合
意
」等

に
基
づ
き
、
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
の
構

成
会
社
等
の
居
住
地
国
の
税
務
当
局
に
提

供
し
、
諸
外
国
か
ら
も
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
の
情
報

提
供
を
開
始
す
る
と
し
て
い
る（
図
表
12

参
照
）。
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て

も
、
２
０
１
６
年
６
月
に
具
体
的
な
必
要

資
料
を
広
く
網
羅
し
た
例
示
集
が
公
表
さ

れ
た
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
の

税
務
当
局
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
開
始
す
る
よ
り
も
相
当
以
前
か
ら
取
組

み
を
開
始
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
課

税
処
分
に
は
相
当
の
困
難
を
要
す
る
も
の

や
現
行
法
令
で
は
課
税
で
き
な
い
も
の
が

多
い
こ
と
も
認
識
し
、前
者
に
つ
い
て
は
、

国
際
課
税
の
専
門
チ
ー
ム
を
投
入
し
た
調

査
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
税
制
改
正
要
望

な
ど
に
よ
り
対
応
し
て
き
た
⒆

。
マ
ス
コ

ミ
報
道
等
に
よ
る
と
、
移
転
価
格
課
税
に

お
い
て
も
、
事
業
再
編
等
に
よ
る
無
形
資

産
の
移
転
に
関
係
す
る
ケ
ー
ス
や
問
屋
契

約
を
利
用
し
た
ケ
ー
ス
に
対
す
る
課
税
処

分
を
行
っ
て
き
た
。
税
制
改
正
で
は
、
実

質
支
配
関
係
の
連
鎖
等
に
係
る
国
外
関
連

者
の
範
囲
の
改
正（
平
成
17
年
）、
推
定
課

税
に
お
け
る
独
立
企
業
間
価
格
算
定
方
法

の
拡
充（
平
成
18
年
）、
推
定
課
税
規
定
に

お
い
て
提
示
ま
た
は
提
出
を
求
め
ら
れ

て
い
る
書
類
の
範
囲
の
明
確
化（
平
成
22

年
）、
ベ
ス
ト
メ
ソ
ッ
ド
の
導
入（
平
成
23

年
）、
ベ
リ
ー
比
の
追
加（
平
成
25
年
）、

Ａ
Ｏ
Ａ
導
入
に
係
る
整
備
お
よ
び
第
三
者

介
在
取
引
の
対
象
範
囲
の
拡
大（
平
成
26

年
）が
行
わ
れ
て
き
た
。

⒅　

http://w
w
w
.nta.go.jp/kohyo/press/

press/2016/kokusai_kazei/pdf/04.pdf

⒆　
「
最
近
10
年
間
の
動
き（
平
成
11
年
7
月
～
21
年
6

月
）」（
第
二
編
第
5
章
国
際
課
税
）（http://w

w
w
.

nta.go.jp/kohyo/katsudou/chronicle/
pdf/02/02-05.pdf

）

無
形
資
産
へ
の
対
応

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
で
の
議
論
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
移
転
価
格
の
分
野
で
は
、
無
形
資

産
の
取
扱
い
が
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。無
形
資
産
は
、多
国
籍
企
業
グ
ル
ー

プ
に
と
っ
て
は
、
収
益
の
源
泉
で
あ
り
、

そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
ゆ
え
に
、
比
較
対
象
取

引
を
把
握
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ

る
こ
と
が
、
各
国
当
局
お
よ
び
企
業
の
理

解
と
な
っ
て
い
る
。
無
形
資
産
取
引
へ
の

切
り
口
と
し
て
、
次
の
２
時
点
で
考
慮
す

べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⒇

。

①　
事
業
再
編
時
に
お
け
る
国
外
関
連
者

へ
の
機
能
等
の
移
転
に
係
る「
無
形
資

産
」へ
の
適
用

②　
事
業
再
編
後
に
お
け
る
機
能
等
の
移

転
後
の「
新
た
な
関
連
者
間
取
引
」へ
の

適
用

マ
ス
コ
ミ
報
道
や
判
例
を
み
る
限
り
、

こ
れ
ま
で
の
課
税
処
分
は
、
②
の
事
業
再

編
後
に
お
け
る
検
討
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も

の
が
大
半
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
①

の
事
業
再
編
時
に
移
転
さ
れ
た「
無
形
資

産
」の
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
を
行
う

た
め
に
は
、「
移
転
さ
れ
た
無
形
資
産
の
範

囲
の
特
定
」、「
所
有
者
の
特
定
」、「
移
転
事

実
の
認
定
」お
よ
び「
評
価
価
額
の
算
定
」

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
実
際
に

こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
国

際
的
に
も
統
一
的
な
取
扱
い
が
確
立
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
㉑

。
そ
の
た
め
、
移

転
価
格
課
税
固
有
の
問
題
で
あ
り
、
二
重

課
税
が
相
互
協
議
な
ど
の
場
で
解
消
さ
れ

な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

多
国
籍
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
組
織
再

編
情
報
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
税
務
当
局
が
把

握
す
る
制
度
は
こ
れ
ま
で
特
に
な
く
、
マ

ス
コ
ミ
報
道
や
企
業
発
表
か
ら
、
そ
の
概

要
を
知
る
の
み
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
、
再
編
直
後
に
調
査
着
手

し
、
日
本
の
拠
点
の
所
得
計
算
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
タ
イ
ミ
ン
グ

よ
く
把
握
し
て
、
移
転
価
格
の
問
題
を
検

討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
仮
に
、
組
織
再
編
後
、
日
本

の
拠
点
の
所
得
水
準
が
大
幅
に
低
下
し
た

事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
組

織
再
編
は
海
外
の
親
会
社
主
導
で
行
わ
れ

て
お
り
日
本
側
に
説
明
で
き
る
担
当
者
が

い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
事
業
再
編
時
の

移
転
価
格
課
税
は
、
実
務
的
に
は
困
難
な

も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

②
に
つ
い
て
も
、
税
務
当
局
は
、
日
系

（図表12）　多国籍企業情報の報告制度のイメージ

税務当局

外国の税務当局

提供

国別報告事項の
情報提供

国別報告事項に
相当する情報

提供

・組織図
・経営戦略
・主要な競合他社
・主要な関連者間取引と取引背景
・移転価格算定根拠
・財務諸表　等

・組織図
・経営戦略
・主要な競合他社
・主要な関連者間取引と取引背景
・移転価格算定根拠
・財務諸表　等

国別報告事項＜親会社が作成＞
・親会社・子会社所在国ごとの多
国籍企業グループの下記情報
▷総収入・所得・税額・資本金
等の財務情報
▷従業員数
▷有形資産額
▷主要事業　等

マスターファイル＜親会社が作成＞
・グループの組織図
・事業概要
・保有する無形資産の情報
・グループ内金融活動に関する情報
・グループ全体の財務状況と納税状
況

・組織図
・経営戦略
・主要な競合他社
・主要な関連者間取引と取引背景
・移転価格算定根拠
・財務諸表　等

ローカルファイル
＜親・子会社が各々作成＞

≪作成・保存≫※

※調査官が提示等を求めた日から
一定の期日までに提示等をする
必要がある。

（出所）　国税庁「国際戦略トータルプラン」11頁
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BEPS対応を視野に入れた

移転価格調査の狙い目と対応上の留意点
特集

企
業
の
国
外
関
連
者
に
対
し
て
は
、
Ｔ
Ｎ

Ｍ
Ｍ
を
適
用
し
キ
ャ
ッ
プ
を
か
け
る
方
向

で
の
執
行
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
企
業
側

も
、
こ
れ
ま
で
は
、
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル

に
お
い
て
、
国
外
関
連
者
の
機
能
・
リ
ス

ク
は
、
た
と
え
ば
、
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
マ

ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
限
定

的
と
整
理
し
、
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
を
適
用
し
て
き

た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
多
国
籍
企

業
の
方
向
性
を
み
る
と
、
海
外
売
上
比
率

50
％
超
の
中
長
期
目
標
の
設
定
、
現
地
ビ

ジ
ネ
ス
の
ロ
ー
カ
ル
化
・
多
様
化
、
親
会

社
の
コ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
化
、
親
会
社
と
国

外
関
連
者
と
の
取
引
の
縮
小
傾
向（
姉
妹

間
のO

ut-O
ut

取
引
増
加
傾
向
）と
い
う

現
状
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
議
論
を
機
に
各
国
当
局

が
、
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
の
バ
リ
ュ
ー

チ
ェ
ー
ン
分
析
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
分

析
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え

る
と
、
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る

片
側
検
証
の
方
法
に
、
こ
れ
ら
の
分
析
も

加
え
て
、
グ
ル
ー
プ
内
の
関
連
者
間
取
引

が
独
立
企
業
間
価
格
で
あ
る
と
説
明
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
義
的
に
は
、
そ
の

個
別
具
体
的
な
説
明
の
役
割
は
、
同
時
文

書
化
義
務
が
課
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ

ル
に
よ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
ロ
ー
カ
ル

フ
ァ
イ
ル
の
役
割
は
一
層
重
要
と
な
る
。

⒇　

居
波
邦
泰「
国
際
的
事
業
再
編
取
引
へ
の
対
応
に

つ
い
て
ー
移
転
価
格
税
制
の
観
点
か
ら
ー
」（
税
大
論

叢
、平
成
24
年
7
月
5
日
）

㉑
　
前
掲
注
⒂
参
照

今
後
の
影
響
予
測

平
成
28
年
度
税
制
改
正
で
導
入
さ
れ
た

マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
や
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
で
、
税
務

当
局
は
タ
イ
ム
リ
ー
に
組
織
再
編
情
報
を

入
手
す
る
し
く
み
を
手
に
入
れ
た
。
さ
ら

に
、
今
後
の
税
制
改
正
や
移
転
価
格
事
務

運
営
要
領
で
所
得
相
応
性
基
準
の
導
入
や

Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
を
使
っ
た
独
立
企
業
間
価
格
の

事
例
な
ど
が
公
表
さ
れ
れ
ば
、
①
の
観
点

か
ら
の
移
転
価
格
調
査
も
検
討
さ
れ
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
組
織
再
編
に
係
る
マ
ス
タ
ー
フ
ァ

イ
ル
の
記
載
状
況
を
受
け
て
、ロ
ー
カ
ル
フ
ァ

イ
ル
で
は
、
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
無
形
資

産
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
独
立
企
業
間
価
格
で

あ
る
こ
と
の
分
析
を
慎
重
に
行
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
勧
告（
行
動 

13「
多
国
籍
企
業
情
報
の
文
書
化
」）を
踏

ま
え
、
わ
が
国
で
も
平
成
28
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
移
転
価
格
税
制
に
係
る
文
書
化

制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
臨
場

調
査
の
段
階
で
作
成
し
て
い
た
分
析
情
報

を
、
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
、
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
お
よ

び
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
と
い
う
形
で
調
査
選

定
前
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
調
査
で
は
、
事
前
に
調
査
対

象
を
相
当
絞
り
込
み
、
臨
場
後
は
問
題
が

想
定
さ
れ
る
国
外
関
連
取
引
に
集
中
的
、

効
率
的
に
深
掘
り
し
た
調
査
を
行
う
も
の

と
想
定
さ
れ
る
。
企
業
と
し
て
は
、
こ
れ

に
対
し
て
調
査
開
始
後
に
対
応
す
る
の
で

は
、
調
査
官
主
導
の
調
査
展
開
に
委
ね
る

こ
と
と
な
り
、
グ
ル
ー
プ
の
広
範
囲
の
部
署

に
相
当
の
リ
ソ
ー
ス
を
求
め
ら
れ
る
状
況
に

陥
る
可
能
性
が
高
い
。

移
転
価
格
調
査
で
は
、
一
般
法
人
税
調

査
と
異
な
り
、
グ
ル
ー
プ
内
の
広
範
囲
の

部
署
に
対
し
て
、
相
当
の
時
間
を
投
下
し

た
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
事
実
確
認
の
た
め
の
資

料
要
求
が
行
わ
れ
、
更
正
処
分
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
売
上
計
上
漏
れ
の
否
認
の
よ

う
な
翌
期
認
容
項
目
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト（
追
徴

課
税
）は
、
グ
ル
ー
プ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
グ
ル
ー
プ
内
の

ハ
イ
レ
ベ
ル
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
が
、
リ

ス
ク
を
理
解
し
、
た
と
え
ば
、
マ
ス
タ
ー

フ
ァ
イ
ル
等
を
税
務
当
局
に
提
出
す
る
前

に
、
自
ら
も
、
グ
ル
ー
プ
内
の
国
外
関
連

取
引
に
つ
い
て
リ
ス
ク
状
況
を
把
握
し
、

優
先
度
の
高
い
も
の
か
ら
、
リ
ス
ク
対
応

し
て
い
く
こ
と
で
、
リ
ス
ク
低
減
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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